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更新履歴 

日付 内容 

令和 2年 4月 1日 「奈良市ＩＣＴ活用計画」の策定 

令和 3年 6月 8日 （別紙）個別施策集の更新（新たな個別施策の追加） 

令和 3年 9月 30日 （別紙）個別施策集の更新（令和２年度掲載分の見直し）他 

令和 4年 11月 4日 （別紙）個別施策集の更新（新たな個別施策の追加、個別施策

で定めた指標の達成状況の反映、事業目的を達成したことによ

る個別施策の削除） 

令和 5年 11月 6日 （別紙）個別施策集の更新（新たな個別施策の追加、個別施策

で定めた指標の達成状況の反映、事業目的を達成したことによ

る個別施策の削除） 
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「ＩＣＴ」とは、「Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の略で、情報通信

技術の意味です。 

日本では、「ＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）」が同じ意味を持つ用語として広く使われ

てきましたが、近年、情報ネットワークを活用したコミュニケーション（Ｃ）を重視することが

増えてきており、国などにおいても「ＩＣＴ」が用いられていることなどを踏まえて、本計画で

は、基本用語として「ＩＣＴ」を用いることとしています。 
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１．はじめに 

 

市民サービスの拡大が望まれる一方で、これを、減少する職員で実現せねばならな

い時代、行政の業務効率向上は急務であります。業務そのもののやり方を変え、最新

のICT技術の活用がより重要となっています。 

 

本市の情報システムは、平成２５年からWindowsサーバやLinuxを活用したオープン

システムを複数の事業者により構成する「最適化」を進めてきました。さらに平成２

７年からはセキュリティ向上に向けた「強靭化」に着手しています。このような変革

の中で、本市の自治体業務に携わる職員すべてが自らの視点で情報化に参加し、協調

し合う素地が形成されつつあります。 

 

情報処理技術は日進月歩であり、急速に多くの分野に波及する技術がある一方で、

すでに民間で利活用されている技術が行政システムに波及する技術もあります。一方

で行政のシステム継続性を維持しつつ、経済的合理性、財政上の制約の中で、時代に

乗り遅れないような変革と制度改定などの処理内容の変化にも追随していかねばなり

ません。 

 

このような中で、市民生活をデジタル化が支え、取り巻く環境がIoTで集積され、AI

が行政を支援しうる将来を見据えて、本市の指針を示したものが本計画です。本計画

は、官民の保有するデジタルデータの積極的な活用と、ICT技術の導入および展開計画

を構想段階からその運用まで示しており、将来のあるべき姿を目指しつつ、現実的な

展開手法によって効果的な活用計画を目指しています。 

 

 

奈良市最高情報統括責任者（CIO） 
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２．当計画策定の背景 

 

平成２８年１２月、我が国が官民のデータ利活用のための環境を総合的かつ効果的

に整備するため、官民データ活用推進基本法（平成２８年法律第１０３号、以下基本

法という。）が公布・施行されました。基本法では、国、地方公共団体及び事業者の

責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体に対しては、官民データ活用の推

進に関する計画の策定を求めています。 

これを受け、国は、平成２９年５月、世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用

推進基本計画を策定し、平成３０年６月には官民データ活用推進基本計画を世界最先

端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（以下、基本計画という。）

として変更しました。基本計画では、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感で

きる社会を実現するための「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、ITを活用した

社会システムの抜本改革を掲げています。特に「デジタル技術を徹底的に活用した行

政サービス改革の断行」として「行政サービスの100％デジタル化」「行政保有データ

の100％オープン化」「デジタル改革の基盤整備」を、「地方のデジタル改革」では

「IT戦略の成果の地方展開」等が明記されました。 

また、平成３０年１月に「デジタル・ガバメント実行計画」（平成３０年１月１６

日eガバメント閣僚会議決定）を策定し、各取組の進展及び各府省中長期計画等の策定

等を通じた、デジタル・ガバメントの実現に向けた新たな取組の展開を受け、平成３

０年７月に「デジタル・ガバメント実行計画」（平成３０年７月２０日デジタル・ガ

バメント閣僚会議決定）の改定を行いました。 

各市町村は、基本法第９条第３項に基づき、当該区域における官民データ活用の推

進に関する施策についての基本的な計画を「市町村官民データ活用推進計画」として

策定することが努力義務として求められています。 

ここでいう「官民データ」とは、市町村が自ら保有するデータが中心になると想定

されます。その一方で、基本法においては、国、地方公共団体及び独立行政法人に加

え、民間事業者の保有するデータも対象とされています。民間事業者が保有するデー

タには有用なものが多数存在しますので、これら民間が保有するデータを活用するこ

とによる新たな行政サービスの提供に関しても検討することが期待されます。 

これらの背景をうけて、本市では、当計画を本市における「市町村官民データ活用

推進計画」と位置づけ、国が示す枠組みである官民データ活用推進施策に加えて、市

独自のICTの活用施策も取り込む形として、「奈良市ＩＣＴ活用計画」と名付けて、整

備、策定することとしました。 
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３．当計画の位置づけ 

 

先に述べたとおり、当計画は、基本法の中で市町村が定めるよう努めるとされている

「官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画」としての役割も担うも

のとして策定したものです。 

基本法は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成１２年法律第１４４号）

とともに、政府の情報通信政策の最上位に位置づけられているため、その基本法に定め

る「市町村官民データ活用推進計画」と位置付けている本市における当計画は、情報化

や ICT戦略を推進するにあたっての方針や目標を定めた基本計画と位置づけ、本市の情

報化推進・ICT 戦略は、当計画に基づいて推進していきます。あわせて、本市のまちづ

くりにおける総合的な指針である「奈良市第５次総合計画」（令和３年策定予定）が示

す進むべき方向性に沿った形で策定します。 

これまで、本市では、平成２２年７月に「奈良市情報化推進計画基本計画」（計画期

間：平成２２年度～平成２６年度の５年間）を策定し、地域情報化や行政情報化、情報

通信基盤の利活用といった取り組みを実施してきました。今後は、国が示すように行政

サービスのデジタル化、デジタル改革が求められています。当計画は、そうした目指す

方向性を実現するために、様々な“ICT”技術を適材適所にかつ効果的に“活用”する

個別施策の集合体として構成されており、こうした考えのもと「奈良市 ICT 活用計画」

と名付けました。 

  

電子化・情報化 

奈良市情報化推進計画 

基本計画 

デジタル化 

様々な技術を活用した個別施策の集合体 

奈良市 ICT活用計画（当計画） 

施策 

施策 

施策 

⇒着実な実行により目標に向けて 

加速させる 

電子自治体 

デジタル・ガバメント 
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４．当計画の推進体制 

 

当計画の推進に当たっては、各個別施策に対し、主管課を設定し、主管課主導のもと

事業を実施していきます。しかしながら、各課が主体的に事業を実施するにあたって、

報告や相談をする組織体を構成すると、より効率的に計画を遂行することができます。

そこで、CIO を部会長とする「ICT 活用計画専門部会」を立ち上げ、個別施策担当課長

をメンバーにし、全庁的な体制で事業を推進するものとします。また、施策によっては、

外部の官・民・学とも連携できる体制とします。この専門部会は、全庁的な会議体とい

う形態ではなく、個別施策ごとに協議を行う場として整備しています。 

 

 

 

  

個別施策担当

課長 
・・・ 

副部会長 
（情報政策担当部長） 

部会長 

（CIO） 

市長 

DX 推進課長 

IT 戦略会議 

奈良県 

民間 

アドバイザー 

学術有識者 

ICT 活用計画 

専門部会 

 

 

 

・助言 
・支援 
・提案 

・提言 
官 

民 

学 

事
務
局 

（
Ｄ
Ｘ
推
進
課
） 
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５．計画期間 

 

昨今の ICTに関する技術革新は極めて急速に進んでおり、技術的にもコスト的にも数

年前には実現困難だと思われたことが実現しているという事象も多く見受けられます。

そこで、当計画は、世間の潮流に柔軟に対応できるよう、計画全体における計画期間を

設けず、各個別施策に対し１年ごとに見直し、また、新たな施策の追加および終了施策

の削除を行うものとします。なお、全ての施策は毎年度に進捗管理を行い、実施状況を

確認します。以下に、施策の実施イメージを示します。 

 

 

（※）個別施策の終了においては、事業が終了する場合のほかに、事業としては継続するも

のの、当初の目的の達成や安定稼働等の理由により、当計画から削除する場合があり

ます。 

 

  

令和２年度 令和３年度 令和４年度 ・・・ 

実施 

進捗管理 

及び見直し 

施策１ 

施策２ 実施 

目的達成により終了（※） 

進捗管理 

及び見直し 

進捗管理 
及び見直し 

当該年度より 
新たに追加 

進捗管理 
及び見直し 

引き続き 
実施 
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６．ICTを取り巻く課題とその取り組み 

 

本市が抱える課題は多岐にわたっています（下図の左側参照）。その課題は、市民や

業者を含めた庁外に対する課題、庁内組織に関わる課題、及びその両方に関する課題が

あります。その課題を解消するために、様々な ICT活用の取組があります（下図の右側

参照）。取組には、AIや IoTなど、新技術を活用するものと、データ活用等の運用面で

の取り組みがあります。 

 

当計画は、先に述べたように計画期間を定めていないため、その時点における優先度

の高いもの、実現性の高いものから順次対応していきます。今後は、新たな課題や取組

が増えてくると想定されます。計画を推進していく中で、そうした背景を前提に、今後

最新技術等を取り入れつつ、柔軟に可変的に結果を得ることを目指します。 

  

運用面 

庁外 

（両方） 

庁内 

制約（時間、場所） 

デジタルデバイト 

人材育成 

防災・減災 地域間格差 

行政の不透明さ 

人口減少 

エネルギー（省エネ） 

BCP 

買い物難民 

セキュリティ 

コスト（費用対効果） 

リソース（人、ハード、ソフト） 

時間外縮減 

業務効率性 

庁内コミュニケーション 

利便性向上 

移動（人・モノ・データ） 

働き方改革 

新技術に対する理解不足 

庁外とのコミュニケーション 

技術面 

デジタル化（人・モノ・コト 全て） 

ペーパーレス 

キャッシュレス 

クラウド 

AI  IoT  5G 

遠隔地会議 

シンクライアント 

チャットボット 

RPA・ロボット 

電子決裁 

マイナンバー・マイナンバーカード 

ビッグデータ・オープンデータ 

リモートアクセス・テレワーク 

ビジョンの明確化 

推進体制の確立 

情報基盤の整備 

データの管理、利活用 

民間との連携 

オンライン申請 

情報銀行（個人データ） 

課題 課題解消に向けた取組 

紙資料の扱い 

次世代の 

新技術 

今後策定 

される施策 

新たな 

課題 
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７．ICT活用の推進に関する施策の基本的な方針 

 

先ほど述べた課題やそれに対する取組を具現化する個別施策を次章に示しますが、個

別施策は、国が示す官民データ活用推進計画策定の手引きに従い、「手続における情報

通信の技術の利用等に係る取組」、「官民データの容易な利用等に係る取組」、「個人

番号カードの普及及び活用に係る取組」、「利用の機会等の格差の是正に係る取組」、

「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組」の５つの取組を柱と

します。そして、それぞれの柱に係る基本的な方針は次のとおりとします。 

 

(1) 手続における情報通信の技術の利用等に係る取組（オンライン化1原則） 

「すぐ使える」「簡単」「便利」な行政サービスを実現するため、従来の紙文化

から脱却し、官民データ利活用に向けた行政手続等におけるオンライン化の原則、

それに伴う情報システム改革・業務の見直し（BPR2）を推進します。 

 

(2) 官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータ3の推進） 

官民データを様々な主体が容易に活用できるようにするため、「オープンデータ

基本指針（平成２９年５月３０日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・

官民データ活用推進戦略会議決定）」等を踏まえて、保有するデータのオープンデ

ータ化を推進します。また、事業者等の利益や市民の安全が害されることがないよ

うにしつつ、公益事業分野の事業者が保有するデータのオープンデータ化を促しま

す。 

 

(3) 個人番号カードの普及及び活用に係る取組（マイナンバーカードの普及・活用） 

国は「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」を作成し、個人番号カード

の利活用を促進しています。本市においては行政サービスにおける個人番号カード

の利用を促進するための具体的な施策を策定し、取り組むことで、行政の事務負担

の軽減及び住民の利便性向上に寄与します。 

 

 

                                                      
1 市民や事業者等が市役所を訪問することなく、自宅のパソコンやスマートフォンなどで各種申請や手続きが行え

ること。 
2 Business Process Re-engineering（ビジネスプロセス・リエンジニアリング＝業務改革）の略で、市政活動や

業務の流れを分析し、最適化すること。 
3 機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ。 
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(4) 利用の機会等の格差の是正に係る取組（デジタルデバイド4対策等） 

年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用の

ための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開

発及び提供その他の必要な措置を講じます。 

 

(5) 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組（標準化、デジタル化、

システム改革、BPR） 

行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、業務の見直し（BPR）

や情報システムの改革を推進します。情報システムについては、クラウド化5を促進

することで、情報システムの運用経費削減、セキュリティ水準の向上、災害時にお

ける業務継続性の確保を図ります。その他、庁内における ITガバナンス体制6の強

化や職員に対する研修など、庁内に対する取組を行い、ICT活用を促進します。 

 

  

                                                      
4 情報通信技術を利用して恩恵を受ける者と、利用できずに恩恵を受けられない者との間に生ずる、知識・機会・貧

富などの格差。 
5 自庁内にコンピュータを設置して運用している情報システムを、インターネットや専用線、VPN（Virtual Private 

Network：インターネットなどに接続している利用者の間に仮想的なトンネルを構築し、プライベートなネットワークを

拡張する技術）を通じて外部の事業者が集中的に管理する情報資源を利用する形に置き換えること。 
6 本市の IT活用を監視・規律すること、または、その仕組み。 
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８．奈良市 ICT活用の推進に係る個別施策 

 

具体的な個別施策については、別紙「奈良市 ICT 活用計画 個別施策集」にまとめま

す。個別施策ごとに１つのシートで構成し、事業の概要、実施状況、KPI7（指標）とス

ケジュールなどを記載しています。 

 

個別施策集の記載内容 

施策（番号） 当該施策の番号を示します。 
（例）（１）－１ 
（１）：第７章に示した基本的な方針の番号を示します。 
１ ：基本的な方針内の連番を示します。 

施策（名） 施策名を示します。 

計画掲載年度 当該施策が計画に掲載された年度を示します。 

施策の段階 庁内における、各施策の検討段階8を示します。 

A（構想段階） 主管課において、事業内容の確定には至っていな
いが、基本構想を練っている段階 

B（企画・計画 
段階） 

主管課において、事業を実施する方針が確定し、
予算の要求をするとともに、具体的な内容の詳細
を検討している段階 

C（調達・運用 
段階） 

当該施策が予算化され、調達または運用をしてい
る段階 

Z（施策終了） 当該施策の目的・KPIを達成した、もしくは検討
中に実施しない方針となったなどの理由により、
当計画に当該施策の掲載を終了した段階 

  

事業の目的及び概要 当該施策の事業の目的及び概要を示します。 

実施状況 当該施策のこれまでの取組状況や現在の実施状況を示します。 

今後の展望 当該施策を今後どのように進めていくかの展望を示します。 

KPI（指標） 当該施策の KPI（指標）を示します。 

スケジュール KPI（指標）を達成するスケジュールを示します。 

  

                                                      

7 Key Performance Indicatorsの略で、目標の達成度を評価するための主要な評価指標のこと。 

8 当段階は、奈良市情報化推進に関する規則に基づく情報システム評価部会における評価の段階に沿って設定し

ている。評価部会において、CIO及び情報担当部門が内容等を評価し、改善の指導、技術的な支援及び相談を行

っている。 
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９．セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保 

 

当計画の実施に当たっては、「サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０

４号）」、「サイバーセキュリティ戦略（平成２７年９月４日閣議決定）」及び「地方

公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」をベースに策定さ

れた「奈良市情報セキュリティポリシー」に基づく適切な情報システムの運用体制を確

保するほか、「個人情報の保護に関する法律」及び「奈良市個人情報の保護に関する法

律施行条例」に基づく適切なデータの公開、運用を図ることとし、データ活用に係る地

域住民の不安の払拭に努めることとします。 

本市では、毎年、情報システムに携わるすべての職員を対象にした集合研修である「情

報セキュリティ研修」を実施し、庁内のセキュリティ意識の向上、セキュリティリスク

の軽減を図っています。集合研修以外にも J-LIS（地方公共団体情報システム機構）等

が提供する eラーニング等も随時活用しています。また、情報セキュリティ監査実施基

準に基づき情報セキュリティ監査中期計画を立案し、「情報セキュリティ監査」を実施

しています。中期計画にて監査対象の事案、所属を決定し、それに基づき、CIOもしく

は CIO補佐官を中心とした内部監査人（場合によっては外部監査人も含む）による監査

を実施し、本市の情報セキュリティの維持・向上を図っています。 

 

 



（別紙）奈良市 ICT活用計画の推進に係る個別施策 

施策番号 施策名 主管課 掲載年度 

(1)手続における情報通信の技術の利用等に係る取組(オンライン化原則) 

(1)－2 タブレットを活用した窓口手続の電子化の取組 市民課 令和 2年度 

(1)－3 図書館関連業務に係る電子化の取組 中央図書館 令和 2年度 

(1)－4 持ち込みごみの予約受付のオンライン化 まち美化推進課 令和 2年度 

(1)－7 庁内オンライン相談システムの活用 市民課 令和 3年度 

(1)－8 オンラインを利用したスマート窓口申請 市民課 令和 3年度 

(1)－11 建築計画概要書の閲覧窓口用検索システム構築 建築指導課 令和 4年度 

(1)－12 デジタル市役所の構築 DX推進課 令和 4年度 

(1)－13 プッシュ型行政の実現 DX推進課 令和 4年度 

(1)－15 小児慢性特定疾病医療費助成申請の一部オンライン化 保健予防課 令和 4年度 

(2) 官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータの推進） 

(2)－1 オープンデータ化の促進 DX推進課 令和 2年度 

(3) 個人番号カードの普及及び活用に係る取組（マイナンバーカードの普及・活用） 

(3)－2 マイナンバーカードの健康保険証としての活用 医療政策課 令和 4年度 

(4) 利用の機会等の格差の是正に係る取組（デジタルデバイド対策等） 

(4)－1 Webアクセシビリティ確保のための環境整備 秘書広報課 令和 2年度 

(4)－3 デジタルデバイドの解消 （市民向けスマートフォン講座 の実施 DX推進課 令和５年度 

(5) 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組（標準化、デジタル化、システム改革、BPR） 

(5)－2 RPA活用に向けた業務改善（BPR）の推進 DX推進課 令和 2年度 

(5)－3 基幹系業務システムにおけるクラウド導入の検討 DX推進課 令和 2年度 

(5)－5 IoTを活用した鳥獣被害対策 農政課 令和 2年度 

(5)－6 災害時における ITを活用した取組 医療政策課 令和 2年度 

(5)－7 データヘルス計画における匿名加工医療情報の積極的な活用 医療政策課 令和 2年度 

(5)－8 職員の ICTリテラシー向上のための職員研修の実施 DX推進課 令和 2年度 

(5)－9 CIO等における外部人材の継続的登用 DX推進課 令和 2年度 

(5)－11 文書管理システムの導入 総務課 令和 3年度 

(5)－14 公立園における保育業務の ICT化による業務改善の取組 保育総務課 令和 3年度 

(5)－17 議会棟Wi-Fi環境拡充及び議員ポータル導入 議会総務課 令和 3年度 

(5)－18 Web会議システム・コミュニケーションツールの導入 DX推進課 令和 3年度 

(5)－19 公園管理台帳システム改修 公園緑地課 令和 4年度 

(5)－20 AI-OCR及び音声テキスト化ツールの導入 DX推進課 令和 4年度 

(5)－22 キャッシュレス化の推進 DX推進課 令和 5年度 

(5)－23 庁内業務効率化のためのチャットボットの導入 DX推進課 令和 5年度 



施策番号 施策名 主管課 掲載年度 

(5)－24 財務会計システムにおけるインボイス制度対応 会計課 令和 5年度 

(5)－25 リモート窓口システムを活用したワンストップ窓口の実現 DX推進課 令和 5年度 

 

  



※掲載終了段階の個別施策 

施策番号 施策名 主管課 掲載年度 施策終了

年度 

(1)手続における情報通信の技術の利用等に係る取組(オンライン化原則) 

(1)－1 マイナポータルの活用による各種申請のオンライン化の促進 DX推進課 令和 2年度 令和 2年度 

終了理由 市の方針及び総務省の「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」に沿った新たな施

策を立案し、オンライン化を促進する。 

(1)－5 スマートフォン等を活用した道路損傷等の通報システムの構築・

運用 

道路維持課 令和 2年度 令和 4 年度 

終了理由 システム改修完了のため。当計画上は終了となるが、今後投稿項目について随時検討を行い、システムは 

継続活用する 。 

(1)－6 児童手当現況届電子申請データの業務システムへの取込み 子ども育成課 令和 2年度 令和 2年度 

終了理由 現況届の届出義務が原則廃止されたため、取込みが不要となった。 

(1)－9 物品電子入札 契約課 令和 3年度 令和 3年度 

終了理由 電子入札の対象拡大を進め、物品購入等の電子入札の運用を開始した。 

(1)－10 LINEを活用した窓口手続のオンライン化・情報発信の推進 国保年金課 令和 3年度 令和 4 年度 

終了理由 市の方針及び総務省の「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画 」 に沿った新た

な施策を構築するため。 今後は、 LoGoフォーム等での電子申請化拡充を図っていく。 

(1)－14 GISで使用する基盤地図（地形図）の整備 DX推進課 令和 4年度 令和 4 年度 

終了理由 地図情報更新が完了し、令和 5年度以降の予算措置について、道筋をつけることができたため。 

(2) 官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータの推進） 

(2)－2 奈良市統合型 GISに係るオープンデータ化の促進 DX推進課 令和 2年度 令和 3年度 

終了理由 地理情報のオープンデータ公開目標件数を達成。今後もオープンデータ化を促進していく。 

(2)－3 オープンデータを活用した地域課題解消の取組 DX推進課 令和 2年度 令和 4 年度 

終了理由 OG協議会における事業実施を通して、当初の目的を達成したため。 

(3) 個人番号カードの普及及び活用に係る取組（マイナンバーカードの普及・活用） 

(3)－1 マイナンバーカードの取得率及び住民利便性の向上 市民課 令和 2年度 令和 4 年度 

終了理由 一定の市民の取得を達成。 今後はスムーズな更新をめざす。 

(4) 利用の機会等の格差の是正に係る取組（デジタルデバイド対策等） 

(4)－2 市役所窓口への AI を活用した意思疎通支援用タブレット端末

の導入 

障がい福祉課 令和 2年度 令和 4 年度 

終了理由 タブレット端末を設置し意思疎通支援を実施する体制を整えたため。 

(5) 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組（標準化、デジタル化、システム改革、BPR） 

(5)－1 リモートアクセスの推進 DX推進課 令和 2年度 令和 2年度 

終了理由 リモートアクセス端末を調達し、リモートアクセスを運用中。 

(5)－4 「校務系」と「授業・学習系」システムの情報連携の推進 学校教育課 令和 2年度 令和 3年度 

終了理由 令和 4年度中に「校務系」と「授業・教育系」のネットワークを一元化する計画があり、その計画にて情

報連携を推進する。 



施策番号 施策名 主管課 掲載年度 施策終了

年度 

(5)－10 GIGAスクール構想の実現 学校教育課 令和 2年度 令和 3年度 

終了理由 児童用端末 1人 1台化や学校ネットワーク環境の整備により、構想計画を実現した。 

(5)－12 支払事務等の電子化 会計課 令和 3年度 令和 4 年度 

終了理由 財務会計システムの改修による電子決裁の拡充等を実現したため。 

(5)－13 児童相談システムの導入 児童相談所設置推進課 令和 3年度 令和 3年度 

終了理由 児童相談システムを導入し、運用を開始。 

(5)－15 文化施設における高速ネットワーク環境の整備 文化振興課 令和 3年度 令和 3年度 

終了理由 整備を計画していた文化施設への高速ネットワーク環境整備が完了。 

(5)－16 スポーツ施設における高速ネットワーク環境の整備 スポーツ振興

課 

令和 3年度 令和 3年度 

終了理由 整備を計画していたスポーツ施設への高速ネットワーク環境整備が完了。 

(5)－21 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に伴うシ

ステムの改修 

健康増進課 令和 4年度 令和 4 年度 

終了理由 システム改修が完了し、令和４年６月より情報連携開始したため。 

 

 

 



(1)-2 タブレットを活用した窓口手続の電子化の取組 

■基本情報 

主管課 市民部 市民課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

「オープンでコンパクトな自治体」をめざす市政を実現するために ICT を活用した窓口手続きの簡素化・効率化を
図る。マイナンバーカードやスマートフォン、タブレット端末を使用し、設問に答えることで必要な手続きを自動

判定し、関係課への手続き案内や申請書類を作成できる「かんたん窓口システム」を構築する。 

また、「おくやみコーナー」を開設し、ご遺族の方に対しては死亡に関する手続き案内も行い、市民の利便性の向上
と処理時間の短縮を図る。 

詳細 

 

実施状況 

令和元年に「かんたん窓口システム」（証明書発

行・おくやみ案内）を構築し、令和元年 11 月から

実証実験を開始、あわせて「おくやみコーナー」を
開設した。令和 2 年度は改良を行い本格導入した。 

今後の

方針 

利便性を知ってもらい、より多くの市民の方に利

用していただく。 

 
■指標 

KPI（指標） 「かんたん窓口システム」及び「おくやみコーナー」の利用件数 

概要及び 
スケジュール 

令和 2 年度に「かんたん窓口システム」本格導入

し、「おくやみコーナー」と合わせて、日 10 件程

度の利用をめざす。 
 

【令和 4 年度見直し】 

令和 4 年度以降の利用件数を、日 20 件程度をめざ
す。 

達成
状況 

■令和 2 年度末 

利用件数は 9 件/日でほぼ達成できた。 
■令和 3 年度末 

利用件数はかんたん窓口で約 10 件/日、おくやみ 

コーナーで約 8 件/日、合わせて約 18 件/日とな 
り達成した。 

■令和 4 年度末 
(おくやみコーナー)約７件／日 

(かんたん窓口)約２件／日 

 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 



(1)-3 図書館関連業務に係る電子化の取組 

■基本情報 

主管課 教育部 中央図書館 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

図書館業務の効率化のため、平成 16 年度に北部図書館で IC タグを導入し、貸出のセルフ化を進めるとともに盗難
の防止や蔵書点検作業の効率化を図ってきた。平成 27 年度には中央及び西部図書館の一般開架書架の蔵書にも IC

タグを導入。令和 2 年度には移動図書館の運用にも IC タグを導入すると同時に、バス車内と本館とシステム連携を

行い、資料の所在場所をどこからでも判別できるように改善し、閉架書架の資料についても IC タグ化を進めて管理
体制を構築した。 

図書館ホームページにおいてマイページによる個々のニーズに合わせた資料の管理や電子的な貸出券、マイナンバ

ーカードの貸出券としての活用について令和４年度にシステム改修を行い、令和５年度に運用開始する。 

詳細 

電子貸出券及びマイナンバーカードと貸出券の紐づけについて、令和４年度にシステム改修を実施した。令和５年
度から運用していく。 

図書への IC タグ貼付については、図書館開架書庫の図書及び移動図書館の図書については貼付を完了した。閉架書

庫の図書については約半数の図書について貼付が完了しており、閉架書庫の図書については持ち去り等のリスクは
低いことから、未貼付の図書については貸出の都度 IC タグを貼り付けることで管理体制の構築は完了している。 

 

実施状況 

開架書架及び移動図書館の資料に IC タグを貼付し
たことにより、全資料の 6 割に IC タグを貼付して

いる。図書館ホームページのマイページ及び電子図

書館の運用も令和 2 年度に開始している。 

今後の

方針 

電子貸出券及びマイナンバーカードと貸出券の紐
づけの運用 

 

 



■指標 

KPI（指標） 移動図書館の IC 化 

概要及び 

スケジュール 

令和 2 年度に移動図書館のシステム連携を完成さ

せる 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

令和 2 年 1 月からの図書館システム更新に合わせ

て移動図書館のシステム連携を構築し、実証の段階
に進んでいる。 

 
■令和 3 年度末 

移動図書館においてシステム連携を構築し運用し

ている。 

KPI（指標） 本館閉架の全ての IC 化 

概要及び 
スケジュール 

令和 4 年度までにすべての本館閉架書架に IC タグ

を設定する。 
 

【令和 5 年度に見直し】 

開架書庫及び移動図書館の図書については IC タグ
貼付を完了し、本館閉架書庫の図書のうち約半数に

ついてＩＣタグを貼付した。貸出実績のない図書等
は順次廃棄するため、今後は本館閉架書庫の図書の

うち、貸出実績があり今後も運用する図書につい

て、順次 IC タグを貼付する。 

達成
状況 

■令和 2 年度末 

令和 3 年 1 月から自動返却機、予約資料の取り置
き棚を設置し、IC タグを有効に活用する体制を整え

ている。それに伴い、IC タグの貼り付け作業が進

み、閉架書庫の半分程度の貼り付け作業が終わって
いる。 

 

■令和 3 年度末 
閉架書架の資料のうち、今後も保管し貸出を継続

する図書について IC タグの貼付を進めているが、IC
タグの不足等もあり全ての貼付には至っていない。 

 

■令和 4 年度末 
IC タグの価格高騰や入手難などもあり、全ての貼

付には至っておらず、貸出を行う図書に随時ＩＣタ

グを貼付した。 

KPI（指標） マイナンバーカードへの貸出券機能付与 

概要及び 

スケジュール 

令和 3 年度中に他都市事例やシステム面の対応方法

などを検討し、令和 5 年度からの実施を目指す。 

達成

状況 

■令和 4 年度末 

マイキープラットフォームを活用する形態でマイナ

ンバーカードと貸出券の紐づけを行うようシステム
を改修した。令和５年度より運用予定である。 

 

 

  



 

(1)-4 持ち込みごみの予約受付のオンライン化 

■基本情報 

主管課 環境部 まち美化推進課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

現在、電話のみで予約受付を行っているごみの持ち込みについて、開庁時間外でも受付できるようオンライン化を

進め、インターネットでの予約受付を開始する。 
また、電話による予約受付のみの大型ごみの収集についても、業務の拡大を図っていく。 

詳細 

1.申込専用ホームページの「持込の申込み」ボタンを押し、登録したいメールアドレスを送信する。 
2.送信されたメールアドレス宛に申込用の URL が載ったメールが自動返信される。 

3.URL を開き、表示されるカレンダーから持込希望日を選択し、同ページ上部の枠から持込希望時間（9:00～
12:00、13:00～16:30 で３０分刻みの予約）を選択する。 

4.氏名、電話番号、住所を入力する。 

5.受付が完了すると画面に受付番号が表示され、登録のメールアドレスに受付完了メールが届く。 
6.持込日前日 18:00 に確認メールが届く。 

実施状況 

環境清美工場へのごみの持ち込みについては、以前
は予約制度を設けていなかったが、持ち込みに来た

車両が混雑し、渋滞や事故などにつながっていたた

め、平成 27 年 11 月から電話による予約を始めた。 
また、令和 2 年 3 月より、インターネットによる持

ち込みごみの予約受付を開始した。令和 3 年 10 月
より大型ごみ収集のインターネット受付を開始し

た。 

今後の
方針 

大型ごみ収集と持ち込みごみのインターネット受
付の利用を推進していく。 

 



■指標 

KPI（指標） インターネット受付による業務改善 

概要及び 
スケジュール 

大型ごみと持ち込みごみの受付を電話のみで行って

おり、負担が大きくなっているため、平成 31 年度
に 75,000 件であった持ち込みごみの電話受付件数

を令和 6 年度までに 37,800 件に減らし、業務改善

を行う。 
【令和 5 年度に見直し】 

ごみ減量化の啓発やインターネット受付の利用の促

進を通じて、持ち込みごみの電話受付件数を令和 6
年度までに 21,000 件に減らす。 

達成
状況 

■令和 2 年度末 

令和 2 年度持ち込みごみの電話受付件数は、

54,532 件 
 

■令和 3 年度末 

令和 3 年度持ち込みごみの電話受付件数は、
34,219 件 

 

■令和 4 年度末 
令和４年度持ち込みごみの電話受付件数は、 

23,659 件 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



 

(1)-5 スマートフォン等を活用した道路損傷等の通報システムの構築・運用 

■基本情報 

主管課 建設部 道路維持課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

道路の穴ぼこといった道路損傷等に関する通報は、市民からの電話等によるものが多く、損傷状況等の正確な把握

ができない場合がある。 
そのため、道路の損傷等について、位置情報付の写真等をスマートフォン等から送付してもらい、損傷場所や状況

等を把握できるシステムを構築し、市民からの要望に素早く対応できる体制を整える。 

詳細 

 

実施状況 道路損傷等通報システムの円滑な運用 
今後の
方針 

市民からの要望に素早く対応できる体制を整え、
運用を行う。 

 



■指標 

KPI（指標） 道路損傷等通報システムの運用 

概要及び 
スケジュール 

令和元度中にシステムを構築し、令和 2 年度から
の運用を行う。 

達成
状況 

■令和 2 年度末 

令和 2 年度 7 月より、運用を開始し、令和 2 年度
に 392 件の投稿があり、システムで写真が送られて

くるので現場確認をしなくて済むなどの一定の成果
はあった。 

 

■令和 3 年度末 
令和 2 年度 7 月より、運用を開始し、令和 3 年度

に 483 件の投稿があり、システムで写真が送られて

くるので現場確認をしなくて済むなどの一定の成果
はあった。 

 

■令和 4 年度末 
投稿数 627 件。年々投稿数は増加しており、市民

に浸透している。 

KPI（指標） 道路損傷等通報システムの今後の改善 

概要及び 

スケジュール 

今後市民が記入を簡単に行えるようプルダウン方式

への変更などシステムを便利に使いやすくなるよう

に検討していく。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 

システム変更改良を行う為の予算要求を行った。 
令和 4 年度に、投稿の種類を増やす等のシステム

変更改良を行う。 
 

■令和 4 年度末 

 令和４年度にシステム改修を実施し、投稿の種類
について、道路維持課でカスタマイズ可能となり、

今後項目について随時検討を行っていく。 

 
【終了理由】 

システム改修完了のため。当計画上は終了となる

が、今後投稿項目について随時検討を行い、システ
ムは継続活用する。 

 

 
 

 

  



 

(1)-7 庁内オンライン相談システムの活用 

■基本情報 

主管課 市民部 市民課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

担当課でしか受け付けていない業務でも、出張所や行政センターで手続きや相談ができるようにオンラインでつな

ぎ、出来るだけ市民が来庁することなく手続きを済ませることができる。 
 

※新型コロナウイルス対応事業 

詳細 

 

実施状況 

令和 2 年 10 月にデモ運用、11 月から非公開で試験

運用開始。 
令和 3 年 2 月記者発表。令和 3 年 3 月より本格運用

開始。 

今後の
方針 

オンライン相談システムの用途を見直す。 

 
■指標 

KPI（指標） 庁内オンライン相談システムの活用 

概要及び 

スケジュール 

随時、各課・各支所を含めたオンライン相談受付シ

ステム連絡会を開催し、より活用できる方法を思考

する。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 
本庁担当課に直接行かれる市民の方が依然として

多く、利用が伸びなかった。 

■令和 4 年度末 
妊娠届出を出張所に提出された方と、保健師・助

産師との面談に活用している。 

KPI（指標） 住居表示新築届受付 

概要及び 
スケジュール 

令和 3 年度中に、住居表示新築届の対応件数を月
10 件を目指す。 

達成
状況 

■令和 3 年度末 

本庁に行かずとも、庁外の出張所等で申請できる

ことがメリットだが、現状その必要性が求められて
いない。実績件数としては 0 件。 

■令和 4 年度末 
 施策終了 

 



(1)-8 オンラインを利用したスマート窓口申請 

■基本情報 

主管課 市民部 市民課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

市民の方が窓口に来庁する際に、通常であれば来庁後に申請書を記入して頂くが、スマートフォン等を使用し、事
前に必要項目を入力することで窓口に来庁した際に記入する必要がなくなり、利便性が向上する。さらに表示され

る質問に「はい・いいえ」で答えることによって他課の手続きを漏れなく案内することを目的とする。 

詳細 

【スマート申請（引っ越し手続き）】 
(A)スマートフォンによる申請（市外へ転出・市外から転入・市内転居） 

スマートフォンで質問項目に答えることで、引越しに「必要な手続きや持ち物」と「手続き窓口」をご案内しま

す。住民異動届等を事前に作成することができ、来庁時に申請書を書かずに手続きができます。 
(B)マイナンバーカードによる申請（市外へ転出・市内転居） 

来庁時にマイナンバーカードを利用して申請書を書かずに住民異動届ができます。 

 
【スマート申請（証明書交付）】 

(1)スマートフォンで申請 ⇒ (2)クレジット決済 ⇒ (3)郵送で受取 

実施状況 
令和元年 11 月システム導入。その後、カスタマイ
ズして反映できる項目等を修正。 

令和４年７月より証明書発行のネット申請を開始。 

今後
の方

針 

令和 4 年度は住民票などの証明書発行がオンライン

申請できる仕組みを構築する予定。システム修正を
行い、より多くの市民の方に利用していただく。 

令和４年度末よりデジタル市役所からスマート申請

への誘導等により、より多くの市民に活用していた
だく。 

 

■指標 

KPI（指標） スマート窓口申請による受付件数の増加 

概要及び 

スケジュール 

質問項目の見直しや広報等を実施し、令和 3 年度

中には、月平均 100 件にする。 
 

【令和 4 年度に見直し】 

令和 4 年度以降、月平均 100 件にする。 
【令和５年度に見直し】 

引っ越しワンストップサービスの開始により月平均

20 件とする。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 

月平均 100 件を目指したが、広報等が十分ではな

かったため月平均 25 件にとどまった。今後、質問
項目の見直しやホームページ掲載等で促進を図る。 

■令和 4 年度末 

住民異動届等の事前作成 27 件 
 

引っ越しワンストップサービスの開始により件数は

伸び悩んだが、マイナンバーカードを持たない住民
へのサービスとして継続。 

KPI（指標） オンライン申請の利用件数 

概要及び 

スケジュール 

令和 4 年度に住民票・戸籍等の証明書発行における
オンライン申請を導入し、月 50 件程度の利用を目

指す。 

【令和５年度に見直し】 
コンビニ交付の手数料減額により月平均 20 件とす

る。 

達成

状況 

■令和 4 年度末 

証明書のネット申請 13 件／月 

コンビニ交付の手数料減額により伸び悩んだが、コ
ンビニ交付より取得できる証明書の種類が多く、 

自宅から外出できない方へのサービスとして継続。 

 

  



(1)-10 LINE を活用した窓口手続のオンライン化・情報発信の推進 

■基本情報 

主管課 福祉部 国保年金課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

これまでは窓口・郵送のみで申請を受け付けていたが、電子的に申請を受け付けられるようにすることで、デジタ

ル手続法にて求められている原則オンライン化に対応する。 

LINE アプリの奈良市公式アカウントにおいて、質問に回答し、手続きに必要な書類も画像送信でき、市民は LINE
申請に対する交付物を自宅にて郵送受け取りできる。 

家の中から申請手続きを完了することができることで、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環となる。 

 
また、LINE を使った情報発信では、興味のある分野を登録することで、それぞれのニーズにあわせた情報を配信す

るサービスにより、市民が簡単に必要な情報を受け取ることができる環境づくりを目指す。 
 

※新型コロナウイルス対応事業 

詳細 施策終了のため省略 

実施状況 

令和 2 年 11 月 2 日より国民健康保険への加入申
請、国民健康保険からの脱退申請、限度額適用認定

証の交付申請の受付を開始している。安全性（デー

タ管理体制）が確認できた為、令和 4 年 2 月 14 日
より再開。 

今後の

方針 

国民健康保険に係る全ての手続きを行えるよう検
討する。 

また、国保年金課以外の申請についても対応でき
るよう、業務の拡大を図っていく。 

 

■指標 

KPI（指標） LINE で申請が可能な分野・業務数の拡充 

概要及び 

スケジュール 

令和 3 年度中には現在実施している国民健康保険

手続き以外にも、LINE 上で可能になる申請種別を
増やす。 

また、奈良市からの情報発信にも力を入れ、市民が
関心のある情報をそれぞれ受け取れるようにする。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 

令和 4 年 2 月 13 日まで申請を停止していたた
め、申請種別を増やす目標には至らなかった。 

再開後、既存の申請について窓口や電話での勧奨を

実施。 
 

■令和 4 年度末 
市の方針及び総務省の「自治体デジタル・トラン

スフォーメーション（ＤＸ）推進計画」に沿った新

たな施策を構築するために終了する。今後は、LoGo
フォーム等での電子申請化拡充を図っていく。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 



(1)-11 建築計画概要書の閲覧窓口用検索システム構築 

■基本情報 

主管課 都市整備部 建築指導課 

計画掲載年度 令和４年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

建築基準法の規定に基づく「建築計画概要書」「定期検査報告概要書」の閲覧については、現在、保管する紙ベース
での閲覧となっており、随時、職員がそれを探し出し窓口対応している。 

昭和 46 年から本制度が開始しており、これまで紙ベースでの維持・保管に努めてきたが、書類の紛失や経年による

劣化が著しいため、この書類のデジタル化を行うとともに、電子地図を用いた閲覧窓口用検索システムを構築す
る。このシステムにより、これまで職員が対応していたものが、来庁者自身でシステム一つで物件検索、閲覧や写

し交付が可能となる。このことにより、来庁者の待ち時間短縮や職員の執務時間の確保を図ることができる。また

新型コロナウィルス禍の中、来庁者と職員との接触機会が減る。そして現在、オンライン化は関係法令等によりで
きないが将来、法制度が変わり可能になった場合には基盤となるシステムである。 

 
※新型コロナウィルス対応事業 

詳細 

 

実施状況 

市民の財産保護の一つとして、所有建築物の貴重
な資料を、永年的に保管することにある。これ以上

の資料の劣化や紛失を抑制し、次世代に継承し続け

る必要があり、デジタル化を進める。 
令和 4 年度は、建築計画概要書の閲覧窓口用検索

システム構築を行った。 

今後の

方針 

今後は、システムの不具合修正や要望改善を行い

つつ、新たに申請された建築計画概要書をシステ
ムに反映していく。 

 

■指標 

KPI（指標） 令和 5 年 4 月にシステムの運用開始予定 

概要及び 
スケジュール 

令和 5 年 4 月に建築計画概要書の閲覧窓口用検索
システムの運用を開始する。 

達成
状況 

■令和 4 年度末 

令和 5 年 3 月までにシステム構築を完了した。
（令和 5 年 4 月より運用開始） 

KPI（指標） 運用開始後の不具合・要望改善対応、および新たに申請された建築計画概要書の反映 

概要及び 

スケジュール 

システムの不具合修正や要望改善を行いつつ、新た

に申請された建築計画概要書をシステムに反映して

いく。 

達成

状況 

■令和５年度末 

 

 



(1)-12 デジタル市役所の構築 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 4 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

本市では、ポストコロナ時代を見据え、人が中心の未来社会をデザインし、住みやすく選ばれるまちを目指す、と

いうビジョンのもと、行政のデジタル化の推進により、行政手続の来庁不要化（実際に市役所に出向かなくてもオ

ンライン上で全ての手続が完結できるような、いわゆるデジタル市役所を構築していくこと）に取り組む方針を示
している。これにより、市民の皆様のサービスを向上させ、人間本位のゆとりと豊かさを実感できるデジタル社会

を実現したいと考えている。（令和 3 年 9 月定例会市長方針説明） 

 
この実現のため、市民と行政（市）とのデジタル上の接点である「市公式ホームページ」にオンライン申請が可能

な手続やデジタルツールを集約したポータルサイトを構築することにより、市民にとって分かりやすい「デジタル

上の窓口」を提供することができる。 
 

※新型コロナウイルス対応事業 

詳細 

市公式ホームページのトップ画面                      市公式ホームページの各画面 

 

 

QR コード読み取り 

実施状況 
各課が個別にオンライン申請可能な手続や説明をホ

ームページへ公開している。 

今後の

方針 

令和 4 年度にポータルサイトを構築し、以後、内
容の充実を図る。 

また、令和 5 年度から順次、デジタル市役所の機

能を拡張しプッシュ型行政の実現（(1)-13 参照）
を目指す。 

 

■指標 

KPI（指標） 令和 4 年度のポータルサイト構築及び公開 

概要及び 
スケジュール 

令和 4 年度中に、ポータルサイトの仕様検討、デ
ザイン検討、調達、公開を行う。 

達成
状況 

■令和 4 年度末 
奈良市公式ホームページにて、ポータルサイト

「奈良デジタル市役所」を公開した。 

KPI（指標） 奈良デジタル市役所の利用者数 

概要及び 
スケジュール 

令和 5 年度は、月平均 3,000 件の利用を目指す。 
達成
状況 

 

 

  

画面下部の 

バナーをクリック 

住民票等の写しの交付請

求（オンライン申請） 

住民票等交付申請方法の

説明 

引越しの手続き（オンラ

イン申請） 

市・県民税の説明 

持ち込みごみのインター

ネット受付 

知りたい情報にすぐアクセス

できる。 



(1)-13 プッシュ型行政の実現 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 4 年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

一般的な市役所業務において、市民は自身の生活等に必要な行政手続や申請、利用可能な行政サービス等を把握す

るには、市からの広報誌や公式ホームページ、窓口等への直接の問合せ等を活用している。また、市から市民に対
し情報を届けるにも、前述の広報誌や市公式ホームページに加え、郵送や電話等の手段を用いることがある。 

しかし、デジタル技術の進展やスマートフォン普及率の向上等により、行政側から市民に対して、その家族構成や
経済的、身体的事情等に応じて、最適だと思われる情報やサービス、通知等を直接的に届けること、すなわちプッ

シュ型の行政を実現できれば、市民利便性の向上につながることが見込まれる。 

詳細 

 

実施状況 

■令和 3 年度 

ホームページの個別最適化に向けて CX プラット

フォーム（※）を用いた実証実験を実施し、ホーム

ページを閲覧している市民に対し、閲覧履歴やアン
ケート回答等をもとに最適な情報を表示できるか検

証した。 

 
※CX プラットフォーム（カスタマー・エクスペリ

エンス・プラットフォーム）…ホームページ上で閲

覧した方が知りたいと思っている情報を察知し表示

できる仕組み。 

 
■令和 4 年度 

 ホームページの個別最適化機能を導入した。令和
5 年度に個別最適化した情報提供を実施予定。 

今後の

方針 

世の中に流通しているサービスがまだ十分に出揃
っている状況ではないため、まずは各社の動向調

査やヒアリングを通じ、本市にとって最適なサー

ビス（システム）の選定を目指す。 

 
■指標 

KPI（指標） 令和 4 年度中にプッシュ型行政実現に向けた方針決定 

概要及び 
スケジュール 

各社の動向やサービスを見極めるとともに、市とし

てどのようなプッシュ型行政を実現するべきかを議
論し、令和 4 年度中に方針決定を目指す。可能で

あれば、令和 5 年度への予算要求を行う。 

達成
状況 

■令和 4 年度末 

プッシュ型行政を実現する奈良デジタル市役所構
想を策定し、令和 5 年度の予算要求を行った。 

KPI（指標） マイページ機能の構築及び公開 

概要及び 

スケジュール 

令和 5 年度中に、マイページ機能の仕様検討、調

達、公開を行う。 

達成

状況 
 

 

マイページ 子育ての情報 

イベントの情報 

居住地域の情報 

プロフィール、 

興味のある分野 
プッシュ

通知 

住民 

申請状況

照会 電子申請 
申請状況 

市公式ホームページ 

閲覧履歴、 

アンケート回答 
個別最適化

表示 
案内したい情報 



(1)-14 GIS で使用する基盤地図（地形図）の整備 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 4 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

本市では、市が保有する地図情報の効果的な運用を目的とした庁内用の「統合型 GIS」、及び、その地図情報を市民

に公開して利用いただく「公開型 GIS（奈良市地図情報公開サイト）」を運用している。 

その基盤地図（位置の基盤となる地図、背景図）として活用している地形図（都市計画基本図）は、平成 19 年に整
備して以降更新されておらず、現状と異なる箇所が多くなることで公開サイト等の様々な位置情報の背景図として

使用できなくなっており、実態と合わなくなってきたため更新する。 

詳細 

ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたデジタル社会においては、公開型 GIS のより効果的な運用が重要になる

と想定されるものの、基盤地図が古いままでは正確な情報を市民にお届けすることができない。そこで、基盤地図

を更新する事業を行う。この事業は、新型コロナウイルス対応事業である「奈良市基盤地図データ更新及び道路台
帳図デジタル化等業務委託」として実施する。 

 

※新型コロナウイルス対応事業 

実施状況 

平成 19 年 地形図（都市計画基本図）更新（以

後、更新なし） 
平成 26 年 統合型 GIS 導入 

令和 2 年  公開型 GIS 導入 
令和 5 年  地形図更新 

今後の

方針 

更新した地図を統合型 GIS 及び公開型 GIS へ適用
する。また、オープンデータとして提供すること

を検討する。毎年度、図郭単位での更新をするよ

う予算要求を行う。 

 

■指標 

KPI（指標） 令和 4 年度中の地図情報更新及び令和 5 年度以降の更新手法の確定 

概要及び 

スケジュール 

令和 4 年度中 地図情報更新 

令和 4 年中の令和 5 年度予算要求時期までに更新

手法の確定 

達成

状況 

■令和 4 年度末 

地図情報更新完了 
令和 5 年度について、図郭単位で更新すべく予算

措置を行った。また、令和 5 年度以降の予算措置に
ついて、道筋をつけることができたため、施策終了

とする。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



(1)-15 小児慢性特定疾病医療費助成申請の一部オンライン化 

■基本情報 

主管課 健康医療部 保健予防課 

計画掲載年度 令和 4 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請必要書類のうち、医師が記載する医療意見書作成のオンライン化に対応する

ため、小児慢性特定疾病医療費助成システムの更新及び改修を行い、市民サービスの向上を図る。 

詳細 

 

実施状況 

■令和 4 年度小児慢性特定疾病医療費助成システム

改修を行い、国のシステムの運用待ち状況である。 

 

今後の

方針 

国のシステムの運用が開始されると、奈良市のシ

ステムのとの連携がスムーズに行えるか検証を行

い、意見書のオンライン化を進める。 

 
■指標 

KPI（指標） 小児慢性特定疾病医療費助成システムの改修 

概要及び 

スケジュール 

令和 5 年 2 月 28 日までに、システムの改修を行う 

（R４年度修正：国のシステムの運営が延期された

ことにより、運用、稼働期間が令和 5 年９月頃に
変更） 

達成

状況 

■令和 4 年度末 

令和５年２月２８日までにシステムの改修を終え

た。 
現在、国システム運用に向け、調整中である。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 



(2)-1 オープンデータ化の促進 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

行政事務の効率化、新たなサービスの創出につなげるため、地方公共団体によるオープンデータの取組を促進する

ための各種ガイドラインや国が提示する「推奨データセット」（オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参
考としてとりまとめた、公開することが推奨されるデータセットおよびフォーマット標準例）等を参考として、保

有するデータのオープンデータ化を推進する。 

 

詳細 
令和 3 年度に全庁的にオープンデータ化の推進を依頼した。また、状況に応じてオープンデータ化が見込めそうな

データを保有する課とともに、オープンデータ化の検討を行うとともに、庁内研修を実施して啓発を図る。 

実施状況 

平成 24 年度からオープンデータを市ホームページ

にて公開している。 

令和 3 年 4 月時点において、約 1,197 件のデータセ
ットをオープンデータとして公開した。 

令和４年１２月時点においては、約 1,450 件のデー

タセットをオープンデータとして公開している。 
 

今後の
方針 

庁内研修の開催 
オープンデータセットの追加 

 

■指標 

KPI（指標） オープンデータ数 

概要及び 

スケジュール 

令和 2 年度末までに新たに 10 件のオープンデータ

セットの追加をめざす。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

新たに 263 件のオープンデータセットの追加を達

成した。 

KPI（指標） 庁内研修の開催及びオープンデータ数 

概要及び 

スケジュール 

職員対象の「デジタル技術やデータ活用等に関する
研修」を、令和 3 年度上半期に 1 回、下半期に 1 回

実施して啓発を図り、令和 3 年度末までに新たに
10 件以上のオープンデータセットの追加をめざ

す。 

 
【令和 4 年度に見直し】 

職員対象の「デジタル技術やデータ活用等に関する

研修」を、令和 4 年度に 1 回実施して啓発を図り、
令和 4 年度末までに新たに 10 件以上のオープンデ

ータセットの追加をめざす。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 
職員を対象として「データ分析基礎研修」「SaaS

ツール利活用研修」を実施した。 
また、260 件のオープンデータセットの追加を達

成した。 

 
■令和 4 年度末 

職員を対象として「データ分析基礎研修」「SaaS

ツール利活用研修」を実施した。 
また、253 件のオープンデータセットの追加を達

成した。 

 

  



(2)-3 オープンデータを活用した地域課題解消の取組 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

奈良市では、市が保有するデータのオープンデータ化に取り組んでいる。しかし、オープンデータは、公開するだ

けではなく、地域課題の解消のために活用されることも重要であり、市内の民間団体「Code for Nara」の協力や、
奈良市が加盟するオープンガバメント推進協議会（以下、OG 協議会）の事業を通じて、利活用を推進してきた。 

今後も、さらなる地域課題の解消を行うため、OG 協議会における事業実施の継続や、新たなオープンデータ利活用

の検討を推進する。 

詳細 

市内の民間団体「Code for Nara」の協力や、奈良市が加盟するオープンガバメント推進協議会（以下、OG 協議

会）の事業を通じて、利活用を推進してきた。 
今後も、さらなる地域課題の解消を行うため、新たなオープンデータ利活用の検討を推進する。 

実施状況 

OG 協議会の事業として、感染症アプリ（ワーンニ
ング）の開発（平成 27 年度）や、保育所マップの

作成（平成 28 年度）、給食アプリへの連携の検討
（平成 30 年度）といった活動を実施してきた。令

和元年度は、イベント情報をオープンデータ化し、

民間企業が開発しているカレンダーアプリとの連携
を行う事業に取り組んでいる。また、高校生とオー

プンデータを活用した奈良市のプロモーション事業

にも取り組み、地域社会との連携も行っている。 

今後の

方針 

OG 協議会については、発足から 10 年が経過し、

オープンガバメントの取組は一定程度標準化した

ことから、令和 5 年 9 月 30 日で解散されること
が決定しました。本市においても、OG 協議会に

おける事業実施を通して、当初の目的は達成した

ため、施策終了とする。なお、新たなオープンデ
ータ利活用については、個別施策「オープンデー

タ化の促進」において、引き続き検討していく。 

 
■指標 

KPI（指標） オープンデータを活用した事業数 

概要及び 

スケジュール 

令和元年度中にオープンデータを活用した事業を 1

件行う。事業実施に当たっては、どのような課題

（地域課題や庁内課題）に対する施策であるかを明
確にする。 

 

【令和 3 年度に見直し】 
オープンデータを活用した事業を 1 件行う。事業

実施に当たっては、どのような課題（地域課題や庁
内課題）に対する施策であるかを明確にする。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 
covid-19 まとめサイト(code for nara を中心に奈

良県内外の有志が開設したサイト）に、陽性者のデ

ータを登録することで、感染状況の迅速な提供およ
び可視化を行った。 

 

■令和 3 年度末 
未達（OG 協議会の幹事市の体制変更に伴い、協

議会の開始時期が遅れたため、実施事業の選定に留

まった。事業は R4 年度に実施） 
今後も、オープンデータを用いた地域課題の解

決、行政情報の可視化などの取組を継続して行う。 
 

■令和 4 年度末 

オープンデータに基づいた行政の課題および解決
策を分析ツールで可視化を図るオープンデータ可視

化チャレンジコンテストの募集を行った。 

 

  



(3)-1 マイナンバーカードの取得率及び住民利便性の向上 

■基本情報 

主管課 市民部 市民課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

マイナンバーカードの普及計画が国から示されたことを受け、自治体としてマイナンバーカードの普及を進めてい

く必要がある。これまで同様、タブレット端末を使用し、マイナンバーカードの写真撮影や申請手続きを職員が行
う、タブレット申請サービスを継続して実施する。今後はマイナンバーカードの取得勧奨や、希望する企業・団体

への職員の訪問による申請受付、さらに商業施設等に出向き、申請補助をする等、市民の申請機会を増やし、マイ

ナンバーカード取得率向上を図る。 

詳細 施策終了のため省略 

実施状況 

市民課・支所・出張所の窓口にタブレット端末を設

置し、申請補助サービスを実施している。自治会に

出向く「出前申請」を実施した。利便性については
コンビニ交付を導入し、住民票の写し、印鑑登録証

明書、戸籍全部(個人)事項証明書・課税(非課税)証

明書・戸籍附票の写しが取得可能となった。 

今後の
方針 

希望する企業・団体への訪問や商業施設等にも出
向き、まず令和 2 年度までに月 1,000 件程度の申

請数をめざし、さらに拡大を進める。 

 

■指標 

KPI（指標） 出前申請による発行受付件数の増加 

概要及び 
スケジュール 

出前先の機関とスケジュール調整しながら実施し、
発行受付件数を令和 2 年度に月 1,000 件にする。 

達成
状況 

■令和 2 年度末 

発行受付数 6,900 件/月となり達成した。 
 

■令和 3 年度末 

発行受付数 2,900 件/月となり達成した。 
 

■令和 4 年度末 
発行受付数 8,200 件/月となった。 

  

 

KPI（指標） 交付率の向上 

概要及び 

スケジュール 

出前申請やキャンペーンを実施し、令和 3 年度中に

交付率 50％を達成する。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 

令和 3 年度末時点交付率 49.12％であり達成はし

なかったものの、目標値に近い交付率となった。 
 

■令和 4 年度末 

 69,78％(3/31 時点) 
【終了理由】 

 一定の市民の取得は達成した。今後はスムーズな
更新をめざす。 

 

  



(3)-2 マイナンバーカードの健康保険証としての活用 

■基本情報 

主管課 健康医療部 医療政策課 

計画掲載年度 令和 4 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が令和 3 年 10 月から始まり、マイナンバーカードの普及及び市民
の利便性向上のため、奈良市立休日夜間応急診療所においても運用を開始した。 

顔認証付きカードリーダーを受付窓口に設置し、利用者がマイナンバーカードをカードリーダーに置いて、本人確

認を行うことで、奈良市立休日夜間応急診療所の医療事務担当者が利用者の保険資格等をオンラインで確認するこ
とができる。 

詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省ホームページ・オンライン資格確認システムの導入に関する資料から抜粋 

実施状況 

令和 3 年 10 月 20 日より、奈良市立休日夜間応急診

療所の受付窓口に顔認証付きカードリーダーを設置
し、運用している。 

今後の

方針 

オンラインでの資格確認により、医療事務の作業

削減や資格過誤によるレセプト返戻を削減するこ

とができるため、今後もマイナンバーカードの利
用拡大を進める。 

 

■指標 

KPI（指標） 奈良市立休日夜間応急診療所でのマイナンバーカードの健康保険証利用者数 

概要及び 

スケジュール 

令和 4 年度末までにマイナンバーカード利用者数

50 件を目指す。 
【令和 5 年度に見直し】 

令和 6 年秋に予定されている健康保険証の廃止に

向けて、令和 6 年秋までにマイナンバーカード利
用者数 50 件を目指す。 

達成

状況 

■令和 4 年度末 利用者数＝15 件 
 

＊マイナンバーカードの健康保険証としての利用登

録率＝68.7％（2023.05.14 現在 出典：デジタル
庁 HP 登録数/交付枚数） 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 



(4)-1 Web アクセシビリティ確保のための環境整備 

■基本情報 

主管課 総合政策部 秘書広報課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

PC やスマートフォンの所有率は年々増加してきており、1 人 1 台のスマートフォンを持つ時代と言われている。あ

らゆる情報やサービスが Web サイトの利用を前提としつつあり、高齢者や障がい者を含め、誰にでも使いやすい

Web サイトの運用が必須である。 
奈良市では、令和元年度の市ホームページの更新に合わせて行った JIS 規格への準拠を維持し、デジタルデバイド

の解消に寄与するとともに、現在利用者の半数以上がスマートフォン等モバイル利用であることに対応するため、

レスポンシブウェブデザイン(※1)によるモバイル対応を実施する。 

さらに、災害等の緊急用トップページを設け、アクセス集中時にもサーバーへの負荷を軽減することで、災害時に
必要な情報を特に継続して発信することができるよう対応する。 

令和 3 年度以降は、毎年度の各課のホームページ編集担当者への研修の実施、公開時のチェック等により、Web ア

クセシビリティについての周知及び質の維持を継続していく。 
 

※1 レスポンシブウェブデザイン…1 つの Web ページをユーザーが閲覧するデバイスの種類・画面サイズに応じ

てページのレイアウト・デザインを最適化して表示させる技術のこと。 

詳細 

 

実施状況 
令和元年度のホームページリニューアルに合わせて

実装し、継続している。 

今後の

方針 

奈良市ホームページを JIS 規格（JIS X 8341-3：

2016）(※2)の適合レベル AA への準拠を維持す

る。 
職員への研修により、質を維持する。 

 

※2 JIS 規格（JIS X 8341-3：2016）  国際規
格に準拠し、高齢者・障害者等に配慮されたホー

ムページサイト等の日本の国家規格 

 



■指標 

KPI（指標） 奈良市 Web サイトの JIS 規格（JIS X 8341-3：2016）の適合レベル AA への準拠 

概要及び 

スケジュール 

令和元年度中に奈良市 Web サイトを JIS 規格（JIS 

X 8341-3：2016）の適合レベル AA へ準拠させ、
その水準を維持する。 

令和元年度のホームページリニューアルに合わせて
スマートフォン対応・緊急用トップページを実装す

る。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

奈良市 Web サイトを JIS 規格（JIS X 8341-3：

2016）の適合レベル AA へ準拠させ、その水準を維
持している。ホームページリニューアルに合わせて

スマートフォン対応・緊急用トップページを継続し

ている。 
 

■令和 3 年度末 

奈良市 Web サイトを JIS 規格（JIS X 8341-3：
2016）の適合レベル AA へ準拠させ、その水準を維

持している。ホームページリニューアルに合わせて
スマートフォン対応・緊急用トップページを継続し

ている。 

 
■令和 4 年度末 

奈良市 Web サイトを JIS 規格（JIS X 8341-3：

2016）の適合レベル AA へ準拠させ、その水準を維
持している。ホームページリニューアルに合わせて

スマートフォン対応・緊急用トップページを継続し

ている。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



(4)-2 市役所窓口への AI を活用した意思疎通支援用タブレット端末の導入 

■基本情報 

主管課 福祉部 障がい福祉課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

窓口課での聴覚障害者対応のため、意思疎通支援用タブレット端末を導入する。 
現在、窓口対応で手話通訳が必要な場合は、障がい福祉課所属の手話通訳者が窓口課に赴き手話通訳を行っている

が、手話通訳者がいない場合や本庁外の窓口では筆談により対応している。 

今後、意思疎通支援用タブレット端末を導入することで、聴覚障害者等への対応をスムーズに行う。 

詳細 
はぐくみセンター内の教育支援・相談課と健康増進課に意思疎通支援用タブレット端末を設置。手話対応を希望す
る相談があれば、端末設置課から障がい福祉課の手話通訳者に連絡・調整の上、映像通信により、手話通訳を実施

する。 

実施状況 

令和 2 年度オンライン相談受付支援システムが導入
され、各出張所・行政センターではタブレット端末

を設置しなくても対応可能となった。 

手話通訳の希望があれば、障がい福祉課配属の手話
通訳者が当該窓口に向かい、手話通訳を行ってい

る。手話通訳者がいない場合は、筆談で対応してい

る。 

今後の
方針 

導入したタブレットで試験的運用を行い今後の展
開について検討を行う。 

 

■指標 

KPI（指標） 意思疎通支援用タブレット端末の設置 

概要及び 

スケジュール 

令和 2 年度に調査を行い、令和 3 年度より順次試

験的導入を行う。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

令和 2 年度オンライン相談受付支援システムが導

入され、各出張所・行政センターではタブレット端
末を設置しなくても対応可能となった。 

はぐくみセンター等へのタブレット端末について

予算計上を行った。 
 

■令和 3 年度末 
国の補助金を活用し、タブレット端末を購入し

た。また、導入にあたり、具体的な運用方法につい

て調整中である。 
 

■令和４年度末 

タブレット端末を設置し意思疎通支援を実施する
体制を整えたため、施策終了とする。 

KPI（指標）  

概要及び 
スケジュール 

 達成
状況 

 

 

  



(4)-3 デジタルデバイドの解消（市民向けスマートフォン講座）の実施 

■基本情報 

主管課 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 5 年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

公民館や老人福祉センターで開催している基本操作等のスマートフォン講座に加え、新たに、基本操作からオンラ

イン申請まで段階的に学べる講座を身近な場所で開催し、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指す。 

詳細 

デジタル活用に不安のある市民の解消に向けて、身近な場所でオンライン申請の方法などについて学べる講習会等

を実施する。 

現在実施されているスマートフォン講座の多くは、スマートフォンの基本操作や地図、アプリの使用について学ぶ

基礎講座であるが、近年、行政手続きのオンライン化などが進められる中、デジタル化から取り残されないように

段階的に確実に、スマートフォンを活用し、デジタル化の恩恵を享受できる取組として、基礎講座と応用講座を実

施する。 

 

公民館等の公共施設におけるスマートフォン講座 

・基礎講座（基本的なスマートフォンの使い方など） 

・応用講座（オンラインによる行政手続きやサービスの利用など） 

 

 

実施状況 

■令和 4 年度 

他自治体の施策について情報収集するとともに、国
のデジタル活用支援推進事業の活用を検討した。 

今後の
方針 

市として一体的な取り組みを行うため、関係各所

と情報共有を行いながら、デジタルデバイド対策 
を実施する。 

 

■指標 

KPI（指標） スマートフォン講座の実施回数 

概要及び 

スケジュール 

令和 5 年度にスマートフォン講座を 60 回実施す

る。 

達成

状況 
 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



(5)-2 RPA 活用に向けた業務改善（BPR）の推進 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和２年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

 人口減少や少子高齢化の進展が全国的に想定されており、奈良市の職員数も一層減ることが見込まれ、業務量に

対する人的資源の減少が生じるためより一層の業務効率化を進め、生産性の向上を図る必要がある。このような社

会的背景を考慮し、「よりコンパクトな市役所」の実現に向けて、BPR を活用し効率が向上された業務に対し RPA
の開発につなげる取り組みにより、業務改善を進展させる。 

詳細 

・各課の業務において、UiPath を用いて自動化できる業務フローについて自動化の検討を実施する。 

・自動化できそうな業務フローについて、UiPath を用いて自動化のシナリオを作成する。 

・作成したシナリオを動かし、実際に業務が自動化できるか確かめる。 

実施状況 

平成 30 年度に実証実験の実施。 
令和元年度にプロポーザルにより業者を選定し、

RPA 対象業務の業務改善(BPR)及び RPA の開発を行

った。令和 2 年度～令和 4 年度は、原則職員による
開発を推進する形で、RPA 対象業務の業務改善

(BPR)及び RPA の開発を継続して行った。 
 

今後の
方針 

BPR を行った業務への RPA 適用を継続的に推進
する体制の構築。 

 



■指標 

KPI（指標） RPA 活用に向けた BPR 手法による業務見直し実施業務数 

概要及び 
スケジュール 

令和 2 年度以降、RPA 活用に向けた BPR 手法を用

いた業務の見直し実施業務数を毎年 3 件以上とす
る。 

達成
状況 

■令和 2 年度末 

RPA 活用に向けた業務の見直しを 4 業務以上で行

った。 
 

■令和 3 年度末 

RPA 活用に向けた業務の見直しを 8 業務以上で行
った。 

 

■令和 4 年度末 
RPA 活用に向けた業務の見直しを 10 業務以上で

行った。 

KPI（指標）  

概要及び 
スケジュール 

 達成
状況 

 

 

  



(5)-3 基幹系業務システムにおけるクラウド導入の検討 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

平成 24 年 5 月に奈良市情報システム最適化計画を策定し、本市の基幹業務における各業務システムは、順次最適化
（オープン化）を行った。それらの業務システムは概ね 10 年間の長期継続契約を結んでおり、共通基盤・総合税シ

ステムを皮切りに、最短で令和 6 年度から次のシステム調達が必要となる。 

一方で、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和 3 年 9 月 1 日施行）が令和 3 年 5 月 19 日公布さ
れた。本法律により、対象事務についてシステム仕様の標準化が定められることとなり、令和 7 年度までのシステ

ム移行とクラウド化が義務化、ガバメントクラウドの活用が努力義務とされている。情報収集と、関連システムを
含めた移行計画検討を行う。 

詳細 

 国は「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」及び「デジタル・ガバメント実行計画」を令和 2 年 12 月

25 日に閣議決定し、自治体における情報システム等の共同利用、手続きの簡素化、迅速化、行政の効率化等を推進
するため、自治体の情報システムの標準化・共通化に取り組むこととした。 

 具体的には、住民記録、地方税、福祉など、自治体の主要な 20 業務を処理するシステムについて、令和 7 年度中

を期限として、デジタル庁が策定する基本的な方針の下、関係府省において標準仕様書を作成した上で、各ベンダ
が標準仕様に準拠して開発したシステムを全国規模のクラウド基盤（ガバメントクラウド）に構築し、当該システ

ムを各自治体が利用することを目指すものである。 
 国におけるこの流れを受けて、奈良市においてはガバメントクラウドを利用した標準準拠システムへの移行を目

指し、令和 3 年度に「システム標準化作業部会」を立ち上げ、令和 4 年度に「奈良市自治体情報システムの標準

化・共通化移行計画（基本方針）」を策定している。 

 

実施状況 
基幹系業務システム現行保守事業者及び、国から示
される標準化・ガバメントクラウドに関する情報の

収集を実施。 

今後の
方針 

今後、国から順次示される標準化・ガバメントク

ラウドに関する仕様に基づき、各課システム調達
スケジュールと合わせた切り替スケジュールと方

法について検討。また、検討については、必要に

応じ作業部会の設置を行う。 

 



■指標 

KPI（指標） 次期システム調達方針の検討、調達計画の策定 

概要及び 

スケジュール 

令和 2 年度に基本方針を検討し、令和 3 年度中に

調達計画（令和 4 年度中から調達を開始できるス

ケジュール感）を策定する。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 
令和 2 年 12 月に示された自治体 DX 推進計画に

より、地方公共団体におけるデジタル・ガバメント

の推進、情報システム標準化の推進に基づく基本方
針を検討中。令和 3 年度以降も継続して示される予

定の、標準化に関する情報収集を実施する。 
 

■令和 3 年度末 

国から示される標準仕様に基づき、標準化・ガバ
メントクラウドに関する情報収集を実施。令和 4 年

度に移行計画策定を予定しており、業務横断的な検

討取り纏めとしてコンサル業者調達の準備を実施し
た。 

 

 

KPI（指標） 次期システム調達におけるスケジュール案の策定 

概要及び 

スケジュール 

国から示される情報システム標準化仕様に関する情
報収集実施し、令和 3 年度から 4 年度にかけて、本

市基幹系システムの契約期間を考慮した移行計画案

を検討、策定する。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 

国から示される業務システム共通機能についての
標準仕様公開が令和 4 年夏に予定されており、デジ

タル庁や先行検証自治体の情報収集を行った。令和

4 年度に移行計画策定のため、スケジュール案を策
定、コンサル事業者調達の準備を実施した。 

 

■令和 4 年度末 
 令和 4 年 11 月に「奈良市 自治体情報システムの

標準化・共通化移行計画（基本方針）」を策定し
た。令和 4 年度から令和 5 年度に各業務ごとの個別

移行計画を策定予定。 

 

  



(5)-5 IoT を活用した鳥獣被害対策 

■基本情報 

主管課 観光経済部 農政課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

本市では近年シカやイノシシ、サル等の有害鳥獣の増加が続いており、それにともなう農作物への被害も増加して

いる上、シカによる樹皮等への食害やそれによる森林の立ち枯れも懸念されており、これら有害鳥獣への早期の対

策が必要になっている。 
これまで本市では電気柵の設置等の取組だけでなく、より有効的な手段として、有害鳥獣の個体数を減らすため

に、檻やわなの設置を行ってきた。しかし、檻やわなの定期的な見回りが地元住民及び猟友会の負担となってい

る。これらの負担軽減への新たな取組として、耕作地や山間部に IoT を活用したわなシステムを設置し、獣センサ
ー等によって檻やわなが作動した情報は地元農家や猟友会へメールで自動的に共有されるようにし、猟友会の見回

り作業の軽減と、効率的な捕獲をめざす。 

詳細 

１）大型捕獲檻システム（対象：サル）  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

２）くくりわな・箱罠通知システム（対象：イノシシ・シカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況 

 平成 27 年度より、サルを対象とした、ネットワ
ークカメラを活用した大型捕獲檻システムを導入

している。このシステムは、捕獲檻内部に設置し

たカメラにより、ライブ映像をスマートフォン等
で共有でき、檻の状況を確認しながらの遠隔操作

での捕獲が可能になる。設置場所は、捕獲状況を

勘案し変更を検討していく。 
 

 令和元年度末に、イノシシ・シカを対象とした、

くくりわな・箱わな通知システムを試験的に導入
している。わなに設置して作動を感知する子機

と、子機からの情報を受信してスマートフォンな
どに通知する親機のセットであり、親機 1 台、子

機 22 台にて構成されており、スマートフォンな

どで通知を受けけることが可能で、わなの見回り
時間と労力を減らすことに寄与した。 

今後の

方針 

 両方のシステムともに誤作動もあり、設置箇所
での微調整と地元の協力が必要。 

 
 今後も引き続き、檻やわなの見回りに係る労務

軽減と効率化について追求してゆく。 

 
 その上で、IoT を活用した捕獲わなシステムに

ついて、猟友会各支部と協議を行い、追加導入

の可能性を検討していく。 

 

引用元  

株式会社アイエスイー  

『まるみえホカクン』『ほかパト』     
製品説明ページ 

https://www.ise-hp.com/products/ 

cloudmarumiehokakun/ 
 

https://www.ise-hp.com/products/ 

hokapato/ 

 



■指標 

KPI（指標） ネットワークカメラを活用した大型捕獲檻システムでのサルの捕獲件数 

概要及び 

スケジュール 

令和５年度までに、IoT を活用した大型捕獲檻によ

るサルの捕獲件数 30 頭/年を達成。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

IoT を活用した大型捕獲檻により、ニホンザル 4

頭を捕獲した。この際、スマートフォン上アプリで
の遠隔操作により、捕獲したもの。 

誘因用のエサの入替以外には見回りを必要としな

いことから、見回りに係る労務の軽減に寄与してい
る。 

※本市全体の令和 2 年度のニホンザル捕獲頭数は

25 頭。 
 

■令和 3 年度末 
IoT を活用した大型捕獲檻により、ニホンザル 3

頭を捕獲した。この際、スマートフォン上アプリで

の遠隔操作により、捕獲したもの。 
誘因用のエサの入替以外には見回りを必要としな

いことから、見回りに係る労務の軽減に寄与してい

る。 
※本市全体の令和 3 年度のニホンザル捕獲頭数は

30 頭。 

 
■令和 4 年度末 

IoT を活用した大型捕獲檻により、ニホンザル 2

頭を捕獲した。この際、スマートフォン上アプリで
の遠隔操作により、捕獲したもの。 

誘因用のエサの入替以外には見回りを必要としな
いことから、見回りに係る労務の軽減に寄与してい

る。 

※本市全体の令和 4 年度のニホンザル捕獲頭数は
18 頭。 

 

KPI（指標） くくりわな・箱わな通知システムのシステムでのわな見回り回数 

概要及び 

スケジュール 

令和５年度までに、IoT を活用した捕獲わな設置箇

所への見回り回数ゼロを達成。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

IoT を活用したくくりわな通知システムの運用開
始に伴い、当該わなを所管する猟友会による見回り

回数はゼロとなった。見回りに係る労務の軽減に大
きく寄与している。 

 

■令和 3 年度末 
IoT を活用したくくりわな通知システムの運用開

始に伴い、当該わなを所管する猟友会による見回り

回数は引き続きゼロとなった。見回りに係る労務の
軽減に大きく寄与している。 

 

■令和 4 年度末 
IoT を活用したくくりわな通知システムの運用開

始に伴い、当該わなを所管する猟友会による見回り

回数は引き続きゼロとなった。見回りに係る労務の
軽減に大きく寄与している。 

 

 

  



(5)-6 災害時における IT を活用した取組 

■基本情報 

主管課 健康医療部 医療政策課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 
災害時における救護所の開設状況に関する情報を IT の活用により迅速かつ適切に発信する。 

詳細 

災害対策本部長から救護所の開設指示を受け、奈良市医師会と連携し、救護所を開設する。 

救護所の開設状況について、対策本部への報告を適時実施するとともに、市ホームページ等を活用して市民へ迅速

かつ適切に発信する。 

実施状況 
奈良市医師会と災害時の連携体制について確認して

いる。 

今後の

方針 

市民に対する情報の発信方法について検討してい

る。 

 

■指標 

KPI（指標） 周知する主要項目数 

概要及び 

スケジュール 

令和 4 年度までに主要 5 項目（医療機関情報、道

路、電気、ガス、水道）を周知できるようにする。 
 

【令和 5 年度に見直し】 

令和５年度までに救護所の開設状況を周知できるよ
うにする。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

「災害時の医療救護活動に関する協定」を医師会
と締結（R2.3.23）し、救護所を設定し医療救護活動

（初期救急医療）等の体制を構築した。 

しかし、令和元年度末より現在においても、新型
コロナウイルス感染症対応により関係機関との調整

できていない状況である。 
 

■令和 3 年度末 

令和 3 年度においても、新型コロナウイルス感染
症対応により関係機関との調整ができていない状況

である。 

 
■令和 4 年度末 

令和 4 年度においても、新型コロナウイルス感染

症対応により関係機関との調整ができていない状況
である。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 



(5)-7 データヘルス計画における匿名加工医療情報の積極的な活用 

■基本情報 

主管課 健康医療部 医療政策課 

計画掲載年度 令和２年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

当市のデータヘルス計画では、国保加入者の特定健診データ等を活用して分析を行っており、現在の第 2 期計画で
は、地区毎の特徴を示した「地区別カルテ」を作成した。これは、個人が特定されないよう匿名性に配慮して加工

した医療情報である「匿名加工医療情報」をもとに作成したものである。今後は「地区別カルテ」をはじめとして

「匿名加工医療情報」の活用を促進し、様々な分野における分析とそれに基づく事業を展開し、データヘルス計画
が掲げる、健康寿命の延伸、生活習慣病の発症・重症化予防、医療費をはじめとした社会保障費の適正化による財

政健全化の実現を目指す。 

詳細 

特定健診データやレセプトデータを利用した医療費分析を行うにあたっては、下記の方法でデータを収集し、匿名
加工医療情報に変換して分析を行う。 

 

①国保年金課から特定健診データ、奈良県国民健康保険団体連合会からレセプトデータを取得する。 
②医療政策課立会いの上、分析業者が庁舎内で上記データの匿名化作業を行う。 

③匿名化データを分析業者に引き渡し、分析業者が自社でデータベースを構築し、医療費分析を実施する。 

④分析業者が庁舎内でデータベースの復号化作業を行い、復号化されたデータ（データベース、医療費分析結果
等）を電子記録媒体により納品。 

⑤分析データをデータヘルス計画に反映し、各課の保健事業に活用する。 

 
 

実施状況 
第 2 期データヘルス計画に匿名加工医療情報を活用
した「地区別カルテ」を盛り込んだ。 

今後の
方針 

特定健診データ等の匿名加工医療情報を活用して

どのような分析を行うことができ、それでどのよ
うな事業が展開できるか検討する。 

 

 
 

 

 
 

 



■指標 

KPI（指標） 匿名加工医療情報活用分野数 

概要及び 
スケジュール 

令和 2 年度末までに 2 分野で匿名加工医療情報を

活用 

 
【令和 4 年度に見直し】 

令和 5 年度末まで 2 分野で匿名加工医療情報を活

用 

達成
状況 

■令和 2 年度 

データヘルス計画の関係課へ匿名加工医療情報を

共有し、各課における事業展開に活用した。 
・ 特定健診の受診率が低い地域等を対象に、通常の

個別健診に加えて集団健診を実施したほか、対象

者へ受診勧奨はがきを送付した。 
 

・ 生活習慣病のリスクが高いと想定される地域を選

定し、選定地域の社会福祉協議会に地域の健康問
題を共有した。また、社会福祉協議会とともに、

選定地域の自治会等に対して、地域の現状と予測
される今後の健康状態の説明、健診の受診啓発を

実施した。 

 
■令和３年度 

 令和２年度と同内容を実施した。 

 
■令和 4 年度 

 ２分野で活用 

・特定健診受診率向上の取組み 
 受診率が低い地域等を対象に通常の個別健診に加

えて集団検診を実施した。また、地域の受診率の

高低に合わせて受診勧奨はがきの内容を変え送付
した。 

・地区推進事業の取組み 
 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向

け、特定健診データの分析を行い、関係団体に地

域の健康課題を情報共有する準備を行った。 

KPI（指標）  

概要及び 
スケジュール 

 達成
状況 

 

 

  



(5)-8 職員の ICT リテラシー向上のための職員研修の実施 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

奈良市の ICT 活用を推進するために、ICT 活用計画を活用するメリットなどを庁内に周知する一方で、各種庁内研
修などを積極的に推進し、新たな ICT 施策を始めていき、業務内容を拡充していく。 

詳細 

・GIS の研修を行って全庁共有やオープンデータ化可能なデータの拡充を図る。 

・RPA の研修を行って RPA のメリットや可能な事業例を示すことで RPA 対象事業の増加を図る。 

・AI-OCR の操作研修で、注文書・請求書のデータエントリー業務効率化を図る 
・情報セキュリティ職員研修で、職員のセキュリティ意識の向上を図る。 

・庁内 DX 研修で、ＤＸを推進する為のベースとなる知識・スキルの向上を図る。 
・階層別(管理職・中堅職員)DX 人材育成研修で、全社的な DX マインド醸成を図る。 

・その他 ICT 活用に関わる各種研修の開催を進める。 

実施状況 

令和元年 5 月に官民データ活用計画の制度について

の庁内説明会を実施し、周知を行った。 
同年 9 月に、RPA の全庁的な説明会を開催し、施策

の内容や利用するメリット等の説明を行い、対象事

業の奨励を行った。 
同年 9 月に GIS の研修を行い、さらなる活用を促し

た。 
同年 10 月に情報セキュリティ研修を行い、職員の

セキュリティ意識の向上に努めた。令和 2 年度にお

いても GIS の研修や情報セキュリティ研修を行っ
た。 

令和 2 年 10 月に OG 協議会研修主催の研修を行っ

た。 
令和 3 年 3 月に、職員の RPA 開発スキル向上を目

的として RPA 研修を実施した。 

今後の
方針 

奈良市の ICT 活用を推進するために、ICT 活用計
画の研修や、GIS 等のシステム研修、情報セキュ

リティ等の業務に関係する研修を行っていく。 

 



■指標 

KPI（指標） ICT 活用に関わる各種研修の開催 

概要及び 
スケジュール 

奈良市の ICT 活用を推進するために、年 20 回程度
研修を行っていく。 

達成
状況 

■令和 2 年度末 

新型コロナウイルス感染症対策のため、GIS 研修

は一部書面研修を行った。また、情報セキュリティ
職員研修は動画配信を行った。 

RPA 開発スキル向上研修及び OG 協議会研修は、

新型コロナウイルス感染症対策として、参集型研修
ではなく、各所属のインターネット系 PC 端末より

受講するオンライン研修を行った。 

・ RPA 開発スキル向上研修：20 名（受講時間：17
～24 時間程度/人） 

・ オープンガバメント推進協議会※研修：23 名（4
時間程度/人）※オープンガバメント推進協議会は令和 5 年 9

月 30 日解散 
 

■令和 3 年度末 

GIS 研修は一部書面研修を行った。また、情報セ

キュリティ職員研修は動画配信を行った。 
RPA 開発希望の職員に対して情報政策課職員によ

る操作研修：3 名 

情報政策課職員による庁内 DX 研修（動画配
信）:2 回 

 

■令和 4 年度末 
GIS 研修：書面研修を実施 

情報セキュリティ職員研修：動画配信を実施 

AI-OCR の操作研修：60 名 
情報政策課職員による RPA の操作研修：10 名 

階層別(管理職・中堅職員)DX 人材育成研修：200
名 

地域情報化アドバイザーによるワークショップ研

修：50 名 

KPI（指標）  

概要及び 
スケジュール 

 達成
状況 

 

 

  



(5)-9 CIO 等における外部人材の継続的登用 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 2 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

本市では、令和元年度より CIO を外部から登用している。それまでは、本市副市長を CIO とし、CIO 補佐官を外部

から登用していたが、CIO 補佐官から CIO に昇格させ、即応性の高いより強固な IT ガバナンス体制を構築した。 
しかし、この体制は継続性をもって維持される必要があるため、現 CIO の任用継続と市職員による継続的なサポー

ト、及び、任期終了間近における次の CIO もしくは CIO 補佐官の候補者選定に取り組む。 

詳細 

令和４年５月奈良市 CIO（最高情報統括責任者）とともに、デジタル化や DX を主導できる高度な知識と経験を有

する人材として、ＤＸ推進専門職員２名を登用した。 
また、令和５年４月採用予定の CIO 補佐官の候補者選定をおこなった。奈良市 CIO（最高情報統括責任者）の下

で、各部局におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)促進を目的として組織横断的な事案を含む事業の推
進や課題解決のためのマネジメント業務をおこなっていく。 

実施状況 
令和元年度より CIO を外部から登用し、情報政策課
がサポートする体制を構築している。 

今後の
方針 

現体制を維持する。現 CIO の任期予定の令和 5 年

度以降については、任用の延長が可能であれば継
続し、そうでない場合は、新たな候補者調整を行

う。 

 

■指標 

KPI（指標） 現体制の維持・継続 

概要及び 

スケジュール 

現 CIO の任期予定の令和５年度までは現体制を継

続する。 

達成

状況 

■令和 2 年度末 

現体制の維持・継続している。 
 

■令和 3 年度末 

現体制の維持・継続している。 
 

■令和 4 年度末 

現体制の維持・継続している。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



(5)-11 文書管理システムの導入 

■基本情報 

主管課 総務部 総務課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

文書管理システムを導入することで、行政文書の収受、文書作成、起案、決裁、保管、廃棄等を電子化し、文書管

理業務の効率性の向上と可能な限りのペーパーレス化と廃棄コストの軽減を行う。 

電子決裁を導入することで、意思決定の迅速化や既存システムとの連携により、奈良市の文書管理の一元化と在宅
ワークに対応したシステム化を行なえることになる。 

 

※新型コロナウイルス対応事業 

詳細 

＜文書管理システムの流れ＞ 

実施状況 

■令和３年度 

令和 3 年 3 月に文書管理システム開発・導入業務委
託に係る一般競争入札を行い、事業者の認定を行

い、当該業務委託の契約を締結した。令和 4 年 4 月

から運用できるよう業務を進めている。 
 

■令和４年度 

令和４年４月より運用を開始した。 
 

今後の

方針 

令和３年度に文書管理システム構築及び導入を行

い、令和４年度より運用を開始した。電子決裁の
運用については、対象部局を順次拡大予定。 

 

■指標 

KPI（指標） 令和 4 年 4 月にシステムの運用を開始する。 

概要及び 

スケジュール 

令和 4 年 4 月に文書管理システム及び電子決裁シ

ステムの運用を開始する。 

達成

状況 

■令和 3 年度末 

令和 4 年 4 月に文書管理システムの運用開始予

定。電子決裁の運用は危機管理監、総合政策部、総
務部の 3 部から始め、順次開始予定。 

 

■令和 4 年度末 
 4 月より文書管理システムの運用を開始し、危機

管理監、総合政策部、総務部の 3 部については電子

決裁を導入した。 
 

KPI（指標） 全課で電子決裁の運用を開始する。 

概要及び 
スケジュール 

令和 5 年 3 月までに全課で電子決裁の運用を開始
し、運用中に出てきた課題は順次対応していく。 

達成
状況 

■令和４年度末 

 ４月より危機管理監、総合政策部、総務部の 3 部

について電子決裁の運用を開始したが、文書管理シ
ステム運用開始は安定した運用を行うべく段階的に

実施した。 

 
 

  

 



(5)-12 支払事務等の電子化 

■基本情報 

主管課 会計課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

現行の財務会計システムは平成 27 年度に導入した。歳入に関する手続きについては、一部の手続きで電子決裁を行

っているが、支払事務については、電子決裁に対応していない。財務会計システムの改修により、一部の支払事務

等の電子化対応を行うことで、該当する事務についてオンライン上で会計事務手続きが行えるようになる。 
 

※新型コロナウイルス対応事業 

詳細 

電子決裁のイメージ図 

実施状況 

令和 4 年度から電子決裁の対応範囲を拡充した。 

公共料金明細事前通知サービス（サービス名：公振
くん）の一部導入を行った。 

今後の
方針 

拡充した電子決裁の課題を踏まえ今後の運用の方

向性を検討する。 

支払事務等の簡素化を図るため、公共料金明細事
前通知サービス（サービス名：公振くん）の導入

を進める。 

 
■指標 

KPI（指標） 支払事務等の電子化の実現 

概要及び 
スケジュール 

令和 3 年度中に財務会計システムの改修を行い、

会計事務について令和 4 年度から電子決裁対応と
する。 

 

達成
状況 

■令和 3 年度末 

令和 4 年度分から歳出処理、物品関係等について
電子決裁を導入するためのシステム改修、マニュア

ル整備等を行い、また、文書管理システムとの連携

を図ることで電子決裁拡充に向けた準備を整えた。 
 

■令和 4 年度末 
・令和４年度から電子決裁の対応範囲の拡充等を実

施した。 

・公共料金明細事前通知サービス（サービス名：公
振くん）の一部導入を行った。 

（終了理由） 

財務会計システムの改修による電子決裁の拡充等を
実現した。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 

達成

状況 
 

 

  

紙
決
裁

システムに必要項目を入力し起
案文書を紙で出力。添付資料を
留めて回付する。

起案文書に押印する
ことにより承認処理を
行う。

起案文書に押印する
ことにより決裁処理を
行う。

紙文書として保存し、保存期間
満了後に廃棄する。

紙

電
子
決
裁

システムに必要項目を入力し、
添付文書を電子ファイルで登録
し、システム上で起案する。

システム上で承認処
理を行う。

システム上で決裁処
理を行う。

システム内で保存・廃棄処理を
行う。保存場所は必要ない。

電子承認

山
田

山
田

電子決裁

システム内 システム内 システム内

システムに必要項目を入力し、
添付資料を電子ファイルで登録。
電子化できない資料は、資料
名だけをシステムに登録し、シ
ステムから出力した添付文書
管理票に留め、紙で回付する。

紙の添付資料を受け
取り次第、システム上
で承認処理を行う。

紙の添付資料を受け
取り次第、システム上
で決裁処理を行う。

起案文書や電子添付資料につ
いてはシステム内で保存・廃棄
処理を行う。紙添付資料は紙文
書として保存し、保存期間満了
後に廃棄する。

紙

電子承認 電子決裁

庁内メール便 紙紙

併
用
決
裁

起案 回議／合議 決裁 保存・廃棄

システム内 システム内 システム内

庁内メール便

庁内メール便 庁内メール便

 

電
子
回
議 

電
子
及
び
紙
回
議 

 

紙
回
議 

 



(5)-14 公立園における保育業務の ICT 化による業務改善の取組 

■基本情報 

主管課 子ども未来部 保育総務課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 
及び概要 

市立園に、保護者との連絡機能や児童の登降園管理機能等を備えた保育 ICT システムを導入することにより、新型
コロナウイルス感染症対策として、園児・職員等が感染した際の保護者への一斉緊急連絡、重要情報のスムーズな

共有、書類配付や登降園時の接触機会の削減等に資することを目的とする。 

また、平時においても保護者からの欠席・遅刻連絡や、園からのお知らせのデータ配信、登降園管理と連動した出
席簿の自動作成等を行うことで、保護者の利便性向上及び保育業務の効率化を図る。 

 
※新型コロナウイルス対応事業 

詳細 

◆保育教育施設向け ICT 管理ツール「コドモン」を導入し、市内公立園の各園に LGWAN の Wifi 環境を構築。また

保護者には保護者アプリ（スマホ）をインストールしていただけるように案内（インストールは任意）。 
・保護者連絡機能 

 市内公立園各園から、コドモンを利用して在園している保護者のスマホアプリに、緊急連絡やお便り等の配信 

・アンケート機能 
 市内公立各園で、コドモンを利用して在園している保護者へ向けてアンケートの実施 

・職員出退勤管理機能 

 市内公立各園で、コドモン IC カードを職員分作成し、カードリーダ、タブレットを用いて出退勤時にカードを 
かざすことで打刻。コドモンから庁内職員出退勤にデータを取り込むことで、時間管理及び時間外等の給料の支 

払いへつなげるシステムの導入 

・登降園管理機能 
 市内公立各園で、園児のコドモン IC カードを作成し保護者へ配布、カードリーダ、タブレットを用いて、登降園 

時にカードをかざすことで、園時の登園及び降園を管理する機能。 

実施状況 

システムを市内公立園（令和３年度：保育園 6 園、

幼稚園 15 園、こども園 17 園）に導入し、保護者の

スマホアプリへの情報配信、アンケートの実施、職
員の勤怠管理等を開始した。 

令和４年度：園児の登降園管理機能導入に向けたモ

デル園を設定し、実施スキームの検討を開始した。 

今後の
方針 

引き続き、保護者の利便性向上および保育業務の
効率化を図っていく。 

 



■指標 

KPI（指標） 保育 ICT システムの運用開始 

概要及び 
スケジュール 

令和 3 年 7 月より保護者との連絡機能の運用を開

始し、令和 3 年 10 月より登降園管理機能の運用を

開始する。 
【令和５年度に見直し】 

登降園管理を園現場で実施するスキームについて、 

追加財政負担の無い方法で検討する。 

達成
状況 

■令和 3 年度末 

保育 ICT システムを導入し、システムの保有する

各種機能を順次有効化した。今後利用可能な機能の
拡張を検討していく。 

 

○令和 3 年 7 月 
・ 公立園（保育園 6 園、幼稚園 13 園、こども

園 17 園）に専用のタブレット、カードリー

ダ及び職員カード、Wifi ルータを配置。 
・ 保護者との連絡機能として、園からのお知ら

せや行事予定、給食の献立表等を保護者のス
マホアプリに配信開始。 

○令和 3 年 8 月 

・ アンケート機能有効化（保護者からの回答の
集計等、同システムを利用して実施開始） 

○令和 3 年 9 月 

・ 職員の出退勤打刻機能有効化（職員一人ひと
りに IC カードを用意し、出退勤打刻のシス

テム入力を開始。） 

○令和 3 年 11 月 
・ 職員出退勤情報の庁内システムへの連携開

始。（職員の出退勤を庁内システムで一元管

理可能となった。） 
(職員の打刻システムにおいてエラーが散見

されており、システムそのもののエラー、通
信環境のエラー、人為的エラー等の切り分け

が必要。） 

 
■令和 4 年度末 

園児の登降園管理機能の有効化を目指し、モデル実

施する園を選定。 
登降園管理を実施するスキームを検討中。 

（保護者の利便性を確保しつつ、園の業務負担の軽

減を追加財政負担の無い（少ない）形） 
 

状況として、職員の打刻システムにて、動作不良

（タブレットの起動不良、LG 系 Wifi の接続不良）
が不定期に発生したり、人為的なエラーが発生して

おり、解決策を継続して検討。 

KPI（指標）  

概要及び 
スケジュール 

 
達成
状況 

 

 

  



(5)-17 議会棟 Wi-Fi 環境拡充及び議員ポータル導入 

■基本情報 

主管課 議会事務局 議会総務課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

議場や委員会室（大会議室、第一委員会室）に設置している議員用の Wi-Fi アクセスポイントを、議会棟 2 階の議

員控室や 3 階のその他の委員会室にも設置し、通信可能エリアを拡充する。 
議員ポータルシステムを導入し、議員提供資料のペーパーレス化を推進する。 

詳細 

 

実施状況 

平成 25 年に議場、大会議室、第一委員会室へ議員

用の Wi-Fi 環境を整備。令和元年 5 月から議会改革
推進特別委員会において議会のペーパーレス化に向

けた協議を開始し、資料ごとに順次ペーパーレス化

を実施した。令和 2 年 11 月には同委員会において
今後のペーパーレス化への対応方針が示され、議員

改選後の令和３年８月に本格実施をした。 

今後の

方針 
利用を継続する。 

 

■指標 

KPI（指標） 議会棟 Wi-Fi 環境拡充及び議員ポータルを導入 

概要及び 
スケジュール 

令和 3 年 7 月に議員ポータル導入の準備を行い、8
月に議会棟 Wi-Fi 環境拡充及び議員ポータルの本格

実施をする。 

達成
状況 

■令和 3 年度末 

スケジュールのとおり本格実施をしている。 
 

■令和 4 年度末 

 利用を継続する。 

KPI（指標） ペーパーレス化（枚数） 

概要及び 
スケジュール 

議員ポータルを通じた資料提供の結果、令和 3 年 8

月から令和 4 年 3 月で約 27,000 枚（年換算約
40,000 枚）の資料削減を予定する。 

達成
状況 

■令和 3 年度末 
令和 3 年 8 月から令和 4 年 3 月で約 37,400 枚の

資料削減を果たした。 

 
■令和 4 年度末 

 令和 4 年 4 月から令和 5 年 3 月で約 102,300 枚の

資料削減を果たした。 

 

  

インターネット回線 クラウド版グループウェア 

本庁舎西棟 
（議会棟） 

インターネット ASP 

・・・ 

PoEスイッチ 

Wi-Fi環境 

奈良市会議員所有 PC,タブレット 

LAN 通信 
＜周辺機器＞ 

周辺機器との接続は「アドホック通信」もしくは、本事業とは別に用意する「有線 LAN」を使用 

端末間アクセス禁止 

PoEスイッチ 

2F フロア 3F フロア 

ルータ 

・・・ 
無線ＡＰ 無線ＡＰ 

アドホック通信 



(5)-18 Web 会議システム・コミュニケーションツールの導入 

■基本情報 

主管課 総合政策部 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 3 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

外部機関との Web 会議に加えて、本庁と出先機関との会議等への利活用も含め、Web 会議システムを導入し、会

議等のオンライン化を図る。また、オンライン化により、対面での会議を削減し、新型コロナ感染症の予防に資す
ることを目指す。 

また、職員間の情報交換をより早く、より簡単に行うためコミュニケーションツールを導入する。 
 

※新型コロナウイルス対応事業 

詳細 

Web 会議システムでは、少人数規模の会議から、100 人を超えるイベントまで様々な場面で活用している。例え

ば、これまでは出先機関の職員が本庁で開催される会議に出向いていたが、本 Web 会議システムを利用することで
出先機関の自席から会議を参加することができ、対面での会議の削減、移動時間の削減に繋がった。 

また、メッセージのやり取りができるコミュニケーションツールの導入は、これまで内線電話が中心だった職員間

の連絡手段の代替手段となっている。本コミュニケーションツールを利用することで、電話の取次ぎが減り、テレ
ワークをしている職員との連絡も効率的に行うことができている。また、データの保管場所や参照してほしい Web

サイトの URL などを伝える場合には、電話より迅速で正確に伝えられるため業務効率化にも繋がっている。 

実施状況 

令和 2 年度に構築を行い、令和 3 年 3 月より試験運
用を開始。令和 3 年度から本格運用。利用者数によ

る実態把握が困難なため KPI を Web 会議利用延べ

人数から Web 会議累積利用数に変更する。 

今後の

方針 

令和 3 年度には本格運用を開始し、利活用の促進

を図っていく。 

 

■指標 

KPI（指標） オンライン会議の推進 

概要及び 

スケジュール 

令和 3 年度：Web 会議利用延べ人数 10,000 人 

令和 4 年度以降：Web 会議利用延べ人数 20,000 人 

達成

状況 

■令和 3 年度末 

令和 3 年度より本格運用を開始した。 
当初想定していた、各々が Web 会議に個別に参

加する利用形態だけでなく、Web 会議の 1 接続に

複数人で参加する利用形態も多く、利用人数の実
態が把握できない。そのため、利用人数ではなく

利用数で集計し、Web 会議の利用数が 4,266 回と

なった。 
 

■令和 4 年度末 

 Web 会議累積利用数にて代替とする。 

KPI（指標） Web 会議累積利用数 

概要及び 
スケジュール 

令和 3 年度:Web 会議利用数 4,000 回 
令和 4 年度:Web 会議累積利用数 7,000 回。 

達成
状況 

■令和 4 年度末 
Web 会議累積利用数 6,557 回 

 

  



(5)-19 公園管理台帳システム改修 

■基本情報 

主管課 都市整備部 公園緑地課 

計画掲載年度 令和 4 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

市が運用する道路損傷通報システムの環境を利用し、公園施設損傷システムを構築、併せて市が管理する都市公

園、その他公園データを整理・集約し、情報の一元化を図った上で統合型 GIS の機能を改修することで通報システ

ムと公園情報システムをリンクさせる。 
 

詳細 

・旧公園台帳システム（パークス）に搭載されていた access データ及び shapefile の抽出を行い Excel データおよ
び PDF データに変換。また紙資料で保有している公園情報の PDF 化など公園データの整理・集約を実施。 

・上記データを統合型 GIS に搭載し公園位置情報にリンクさせたことで情報の一元管理化に努める。 

・既存の投稿システム（道路損傷等通報システム）と同様に、奈良市公園施設損傷等通報システムを構築。奈良市
地図情報公開サイト上に「公園施設損傷等」の投稿機能を搭載する。 

実施状況 

統合型 GIS に都市公園の位置情報を掲載している。
紙台帳により公園情報を管理している。 

■令和 4 年度 

・旧システム内の台帳データ及び紙資料等で保有す
る公園データを整理し統合型 GIS へ搭載した。 

・既存の道路損傷等通報システムを利用した公園施

設損傷等通報システムを構築。奈良市地図情報公開
サイトから通報（投稿）出来るように改修した。 

 

今後の
方針 

試験運用等を行い、令和 5 年 7 月に一般利用でき
るよう手続きを進める。 

 
■指標 

KPI（指標） 公園施設損傷等通報システムの構築、統合型 GIS の機能改修・基本情報の搭載 

概要及び 

スケジュール 

令和 4 年度末までに通報システムの作成、併せて統合

型 GIS の機能改修等を行う。 

達成

状況 

■令和 4 年度末 

令和 4 年度末に公園施設損傷等通報システムを構

築済み。また統合型 GIS への公園台帳データ搭
載、一部機能改修も実施済み。 

KPI（指標）  

概要及び 
スケジュール 

 達成
状況 

 

 

  



(5)-20 AI-OCR 及び音声テキスト化ツールの導入 

■基本情報 

主管課 DX 推進課 

計画掲載年度 令和４年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

AI-OCR 

郵送や窓口等により提出された手書きの申請書等をスキャンして、電子データに変換するツールのこと。この導入
により、従来、職員が目で見て手で打ち込んでいた電子化の作業を効率化することができる。 

※新型コロナウイルス対応事業 

 
音声テキスト化 

会議や電話等の録音データをパソコン上で利用可能なテキストデータに変換するツールのこと。この導入により、
従来、職員が耳で聞いて手で打ち込んでいた会議録等の作業を効率化することができる。 

詳細 

AI-OCR 

電子化された帳票に記載された文字を読み取る。 

 

 

 

 

 

 

 

音声テキスト化 

会議録等をツールを利用することで、文字データとしてパソコンに取り込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況 

■令和 3 年度 

・全庁に向けて、紙申請書の扱い件数やサービス利
用意向等の調査を実施した。 

・各社から提供されているサービスを比較検討し

た。 
 

■令和 4 年度 
 AI-OCR、音声テキスト化とも全庁での利用を開

始した。 

今後の
方針 

令和 4 年度に調達を行い、全庁での利用を目指

す。 

全庁利用を継続する。 
全庁に周知し、引き続きツールを用いて、各課に

利用を実施してもらう。 

 



■指標 

KPI（指標） AI-OCR 10,000 枚の AI-OCR 処理を実施 

概要及び 
スケジュー

ル 

令和 4 年度中に、市の業務に最適なサー

ビスを選定、調達し、令和 3 年度に行っ

た全庁調査をもとに利用実績を積み上
げ、合わせて、今後を見据えた効果的な

運用形態を構築する。令和 5 年度以降の

KPI は導入後の利用状況を見据えて設定
する。 

達成

状況 

■令和 4 年度末 
枚数で実績を把握できないため、利用した業務数の数を KPI と

した。 

 令和 4 年度は 30 課・50 業務が利用した。 

KPI（指標） 音声テキスト化 10 会議の音声テキスト化処理を実施 

概要及び 

スケジュー
ル 

令和 4 年度中に、市の業務に最適なサー
ビスを選定、調達し、令和 3 年度に行っ

た全庁調査をもとに利用実績を積み上

げ、合わせて、今後を見据えた効果的な
運用形態を構築する。令和 5 年度以降の

KPI は導入後の利用状況を見据えて設定
する。 

達成
状況 

■令和 4 年度末 

令和 4 年度の 12 月から本格運用を開始し 
オンプレ版は 23 課 51 件達成 

クラウド版は 29 課 119 件達成 

 

  



(5)-21 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に伴うシステムの改修 

■基本情報 

主管課 健康医療部 健康増進課 

計画掲載年度 令和 4 年度 施策の段階 Z(施策終了) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

市民がマイナポータルから自身の保健医療情報をパソコンやスマートフォンを通じて閲覧できるようにすること、
また情報提供ネットワークシステム（※1）を利用して市町村間で必要な検診情報のやり取りを行うことを目的に、

健康管理システムの改修を行う。 
 

※1 情報提供ネットワークシステム…行政機関や地方公共団体等が相互に特定個人情報をやり取りする国の専用ネ

ットワークシステム。 

詳細 施策終了のため省略 

実施状況 

■令和３年度 

令和 3 年 12 月定例会に補正予算上程し、健康管理
システムの業者と改修業務委託契約を締結した。 

■令和４年度 

システム改修が完了し、令和４年６月情報連携を開
始した。 

今後の

方針 

令和 3 年度までにシステム整備を行い、令和 4 年

6 月より本格的に運用を開始する。 

 

■指標 

KPI（指標） 令和 4 年 6 月に情報連携（※2）を開始する。 

概要及び 

スケジュール 

令和 3 年度末までにシステム整備を行い、令和 4

年 6 月にシステム運用を開始する。 

達成

状況 

■令和 4 年度末 

システム改修が完了し、令和４年６月情報連携開

始。 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 

達成

状況 
 

 
※2 情報連携…情報提供ネットワークシステムを用いて、マイナンバーから生成された符号をもとに行政手続に必要な情報をやり取り

すること。 

  



(5)-22 キャッシュレス化の推進 

■基本情報 

主管課 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 5 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

デジタル化が進む中で、QR コード決済（PayPay 等）やクレジットカード、交通系 IC カード等を用いたキャッシュ

レス決済が加速しており、市役所での料金支払いにおいてキャッシュレス決済を導入することで、市民サービスの
向上や窓口事務の効率化、行政のデジタル化の推進につなげる。 

詳細 

本市の公共施設においてキャッシュレス決済を導入し、市民の利便性と満足度の向上を図る。 

最初は現金取扱いの多い窓口からキャッシュレス決済を導入し、順次対象窓口や施設を拡大していく。 

 

・キャッシュレス決済の対象拡大 

各種証明書発行などにかかる手数料に加え、施設使用料や入館料など対象を拡大する。 

・オンライン決済の導入 

 各種証明書発行や施設予約に伴うオンライン申請をオンライン決済で行う。 

実施状況 

■令和 4 年度 
現金取扱い金額及び件数の多い窓口 7 箇所（市民税

課、市民課、市民サービスセンター、西部出張所総

務課、西部出張所住民課、北部出張所、保健衛生
課）にキャッシュレス決済端末機付きセミセルフ

POS レジを導入した。 
 

今後の
方針 

今後、市民サービスの向上や窓口事務の効率化を

図るため、令和 4 年度の導入効果を確認しながら
現金を取扱う本市公共施設でのキャッシュレス化

を促進する。 

 

■指標 

KPI（指標） キャッシュレス決済の窓口７箇所での運用開始 

概要及び 

スケジュール 

令和 5 年 4 月末より、窓口 7 箇所でのキャッシュ
レス決済運用を開始する。また、運用開始後の実績

等を整理し、利用分野の拡充検討を実施する。 

達成

状況 
 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



(5)-23 庁内業務効率化のためのチャットボットの導入 

■基本情報 

主管課 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 5 年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

庁内では、職員同士の問合せにおいて同様の内容を繰り返し問われるケースが多く、業務負担となっている。その
解決策として、人に代わり必要な答えを返答してくれる仕組みとしてチャットボットを導入し、庁内業務の効率化

を図る。 

 
※チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ボット(ロボット)」を組み合わせた言葉で、利用者の問いかける 

テキストや音声に対して、ロボットが自動的に回答する会話型システム。 

 

詳細 

チャットボットの導入により、職員の電話やメールによる問合せ対応の負荷を軽減し、その削減した時間を他の業

務に回すことで仕事の質の向上を図る。 

なお、システムを導入するにあたっては定型的な知識（問合せ／回答）をチャットボットに予め教える（登録す

る）ことが必要であり、利用方法、および FAQ（よくある質問）登録・管理等の研修も合わせて実施する。 

 

＜受け手側の効果＞ 

・定型的な知識をチャットボットに登録することで、電話やメールによる問合せ対応の負荷の削減ができる。 

・時間制約なく 24 時間 365 日いつでも対応可能となる。 

＜質問者側の効果＞ 

・よくある質問を選択、もしくは、フリーワード検索の回答候補を選択することなどで、回答が得られる。 

・時間制約なく 24 時間 365 日いつでも問合せ可能となる。 

 

実施状況 

■令和 4 年度 

各種ツール提供事業者からの情報収集を実施し 
提供サービスを比較検討した。 

 

今後の
方針 

■令和 5 年度 
関係各所と情報共有を行いながら、庁内業務の

効率化に向けて対象業務を選定のうえ、チャッ

トボット導入を進める。 
■令和 6 年度 

ロボットへの FAQ 登録を引き続き実施し、ブラ
ッシュアップを図る。 

 

■指標 

KPI（指標） チャットボットに QA データを登録する課の数 

概要及び 

スケジュール 

■令和 5 年度 

・利用課数：２ 
■令和 6 年度 

・利用課数：5 

 

達成

状況 
 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



(5)-24 財務会計システムにおけるインボイス制度対応 

■基本情報 

主管課 会計課 

計画掲載年度 令和 5 年度 施策の段階 B(企画・計画段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

財務会計システムから出力される納入通知書について、課税取引においては令和 5 年 10 月から実施されるインボイ

ス制度に対応した「適格請求書」に該当する明細書を出力できるようにするため、財務会計システムから出力され
る納入通知書を別途作成するシステム改修を行う。 

詳細 

納入通知書を作成する際、税区分（8%、10%、非課税）を選択できるようにし、納入通知書とは別に下記の事項が

記載された明細書を発行できるようにシステム改修を行う。 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

②取引年月日 

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率 

⑤税率ごとに区分した消費税額等 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

実施状況 

■令和 4 年度 

・財務会計システムの運用を委託している業者に見
積を依頼した。 

 

今後の
方針 

令和 5 年度に調達を行い、令和 5 年 10 月から運
用できるようシステム改修を実施する。 

 

■指標 

KPI（指標） 令和 5 年 10 月に運用を開始できるようにシステム改修を円滑に進める。 

概要及び 

スケジュール 

令和５年 4 月より環境構築、運用テストを実施

し、令和５年 10 月から運用を開始する。 

達成

状況 
 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 

  



(5)-25 リモート窓口システムを活用したワンストップ窓口の実現 

■基本情報 

主管課 DX 推進課 

計画掲載年度 令和 5 年度 施策の段階 C(調達・運用段階) 

 
■施策の内容 

事業目的 

及び概要 

従来の窓口の在り方を見直し、「書かない、待たない、回らない」ワンストップ窓口を実現させることで「誰一人取

り残さない、人に優しいデジタル化」を目指す。 

詳細 

・窓口での手続きでもオンライン申請を案内し、行ってもらうことで「書かない窓口」を実現する。 

・オンラインで窓口予約ができ、待ち時間無しで相談・手続きが可能となる「待たない窓口」を実現する。 

・リモート窓口システムを活用してモニター越しに担当職員が入れ替わることで、複数の相談・手続きを 1 箇所の

窓口で完結できる「回らない窓口」を実現する。 

 

実施状況 

■令和 4 年度 

他自治体の施策について情報収集するとともに、デ
ジタル田園都市国家構想交付金を申請し、交付対象

事業として採択された。 

今後の
方針 

組織横断的に窓口の在り方を検討していくワーキ

ンググループを結成。 
出産・婚姻に関するワンストップ窓口の実証。 

システムや機器等の調達、実装。 

 

■指標 

KPI（指標） ワンストップ窓口で可能な手続き数と利用者数 

概要及び 

スケジュール 

令和 5 年度中に、出産・婚姻に関するワンストップ

窓口の実証を行いながら、市の窓口の在り方をワー

キンググループで検討し、最適なサービスを選定、
調達し、実装する。 

ワンストップ窓口で可能な手続き数：5 件 

ワンストップ窓口の利用者数：20 件/1 ヶ月 
令和 6 年度以降の KPI は導入後の状況を見据えて設

定する。 

達成

状況 
 

KPI（指標）  

概要及び 

スケジュール 
 達成

状況 
 

 
 


